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す
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他
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売
り
を
禁
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す
る

　
　
　
　
　

八
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六
日
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が
全
焼
す
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久
慈
・
野
田
に
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け
る
猪
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鹿
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鳥
等
の
討
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上
げ
鉄
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を
許
可
す
る

　
　

十
月　
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慈
の
深
田
金
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の
た
め
、
盛
岡
の
者
の
派
遣
を
許
可

寛
文
七
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

７
６

　
　

九
月　

久
慈
代
官
所
へ
む
ま
た
な
ど
の
輸
送
の
書
状
を
出
す

　
　
　
　
　

各
代
官
所
へ
討
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留
め
の
鹿
の
皮
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油
の
上
納
を
命
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十
一
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深
田
金
山
の
水
抜
き
証
文
が
出
る
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小
国
の
鉄
吹
き
人
一
家
殺
害
の
手
が
か
り
な
し

　
　
　
　
　

久
慈
代
官
所
の
御
蔵
米
の
売
却
代
金
の
報
告

　
　

五
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久
慈
代
官
所
よ
り
百
石
百
目
の
金
役
の
上
納
金
を
持
参

　
　

九
月　

久
慈
代
官
へ
せ
り
駒
代
・
物
成
金
の
上
納
を
催
促

　
　

十
月　

久
慈
代
官
よ
り
物
成
金
を
持
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姓
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と
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勢
な
ど
へ
参
詣
の
者
に
通
行
手
形
を
発
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九
月　

久
慈
代
官
へ
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金
は
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・
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で
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く
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済
す
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よ
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の
指
示
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改
め
の
実
施　
　

　
　
　
　
　

久
慈
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よ
り
の
鉄
は
沼
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内
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運
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に
と
の
指
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に
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山
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ず
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の
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伊
勢
参
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の
者
へ
通
行
証
文
が
出
る

　
　

八
月　

久
慈
代
官
よ
り
久
慈
物
成
金
を
上
納
す
る

　
　
　
　
　

久
慈
通
な
ど
の
検
見
役
人
を
任
命

　
　
　
　
　

白
酒
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の
買
い
置
き
禁
止

　
　
　
　
　

穀
物
他
領
出
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禁
止

　
　

十
月　

久
慈
の
検
見
終
了
、
役
人
帰
る

　
　
　
　
　

久
慈
通
な
ど
の
領
分
中
へ
、
米
・
雑
穀
改
め
役
人
を
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命
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閏
四
月　

葛
巻
の
強
盗
殺
人
の
犯
人
と
し
て
、
繋
村
の
百
姓
な
ど
を
逮
捕
す
る

　
　

五
月　

久
慈
の
物
成
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二
月　

久
慈
検
地
の
打
ち
直
し
終
了　

　
　

九
月　

久
慈
・
軽
米
へ
新
田
検
地
役
人
を
派
遣
す
る　

　
　

十
月　

久
慈
・
軽
米
の
新
田
検
地
終
了　

延
宝
七
年 
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九
月　

久
慈
・
軽
米
の
検
地
役
人
を
派
遣
す
る　

　
　
　
　
　

久
慈
・
軽
米
の
検
地
役
人
の
任
命　
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宝
八
年 
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五
月　

久
慈
百
姓
よ
り
盛
岡
送
り
の
鉄
一
駄
の
重
量
、
従
来
通
り
と
な
る　

　
　
　
　
　

他
領
へ
参
詣
す
る
者
へ
の
通
行
手
形
、
盛
岡
御
町
奉
行
よ
り
出
る　

　

十
二
月　

繋
村
の
者
ら
に
水
抜
き
証
文
が
出
る

天
和
二
年 
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正
月　

久
慈
・
軽
米
の
代
官
交
代

　
　

四
月　

百
姓
よ
り
願
い
の
久
慈
・
軽
米
通
の
鉄
の
買
い
上
げ
を
許
可
す
る　

　
　

九
月　

久
慈
・
軽
米
の
二
才
駒
帳
を
渡
す　

　

十
一
月　

野
田
村
の
者
、
八
戸
領
小
国
村
へ
馬
を
隠
し
置
き
、
駒
改
め
を
逃
れ
た

　
　
　
　
　

た
め
科
料
を
課
す　

天
和
三
年 
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閏
五
月　

久
慈
へ
御
金
山
奉
行
を
派
遣

貞
享
元
年 
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五
月　

八
戸
南
部
領
郷
村
高
辻
帳
（
石
高
合
計
）　　
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貞
享
二
年 
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正
月　

八
日
町
又
兵
衛
、
久
慈
な
ど
の
百
姓
の
訴
え
に
よ
り
鉄
類
商
売
不
許
可

 
 
 
 
 

と
な
る

 

　

二
月　

久
慈
肝
煎
、
御
屋
敷
持
小
頭
と
兼
務
と
な
る　

　
　
　
　
　

田
名
部
金
山
へ
の
就
労
も
含
め
、
領
内
男
女
の
他
領
行
き
を
禁
止
す
る　

 

　
　
　
　

久
慈
に
て
博
打
宿
を
し
た
者
、
成
敗
と
な
る　

 

　

四
月　

各
代
官
所
へ
、
古
雑
穀
・
古
米
を
利
付
や
利
無
に
て
拝
借
を
指
示　

 

　

五
月　

御
役
紫
・
御
買
紫
の
値
段
を
決
め
る

　
　
　
　
　

久
慈
・
軽
米
の
鍬
・
鏨
鍛
冶
の
税
金
を
引
き
下
げ
る

 

　

六
月　

旱
損
の
田
に
稗
・
蕎
麦
・
小
豆
を
植
え
る
こ
と
を
奨
励
す
る　

　
　
　
　
　

土
大
豆
を
入
札
と
す
る　

　
　
　
　
　

久
慈
・
軽
米
代
官
の
勘
定　

　
　
　
　
　

各
代
官
所
の
旱
損
を
江
戸
へ
報
告　

　
　
　
　
　

久
慈
・
軽
米
の
去
年
分
の
年
貢
な
ど
の
勘
定
目
録
が
出
来
る　

　
　

七
月　

野
田
か
ら
の
鉄
荷
は
、代
官
の
手
判
の
あ
る
者
に
限
り
通
行
を
許
可
す
る

 

　

八
月　

盛
岡
領
通
行
は
、
八
戸
藩
家
老
の
手
判
で
通
行
出
来
る
こ
と
と
な
る　

　
　
　
　
　

関
所
の
境
目
の
判
鑑
を
送
る　

 

　

九
月　

年
貢
割
付
の
下
札
を
交
付
す
る　

　
　
　
　
　

天
和
元
年
分
の
久
慈
・
軽
米
の
勘
定　

　
　
　
　
　

久
慈
・
軽
米
の
御
蔵
借
金
の
勘
定
目
録
が
で
き
る

　
　
　
　
　

久
慈
・
軽
米
の
去
年
取
り
上
げ
の
麹
代
金
を
支
払
う　

　
　
　
　
　

久
慈
の
新
田
と
本
田
の
打
ち
直
し
検
地
役
人
を
派
遣

　

 

十
月　

久
慈
・
軽
米
の
下
札
を
交
付　

貞
享
三
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

９
０

　

 

四
月　

関
村
の
由
兵
衛
が
馬
を
引
き
、
七
戸
で
検
問
さ
れ
る　

 

　

五
月　

久
慈
・
軽
米
代
官
の
勘
定
終
了　

　

 

八
月　

久
慈
の
風
水
害
検
分
の
役
人
が
帰
る

　

 

九
月　

鬼
柳
境
目
番
所
の
通
証
文
の
判
鑑
を
盛
岡
へ
届
け
る　

元
禄
五
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

９
１

　

 

正
月　

久
慈
の
雑
穀
と
鉄
の
御
蔵
工
事
を
入
札
す
る 

　
　
　
　
　

久
慈
御
検
地
役
人
を
任
命
す
る

　

 

　
　
　

久
慈
御
蔵
の
大
工
手
付
金
を
渡
す　

　

 

二
月　

久
慈
検
地
の
経
費
を
事
前
に
交
付
せ
ず　

　
　
　
　
　

湊
村
の
橋
工
事
に
、
久
慈
か
ら
人
足
を
出
す
こ
と
の
御
免
願
い　

　

 

三
月　

久
慈
山
方
通
の
検
地
の
日
程

元
禄
六
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

９
２

　

 

正
月　

関
と
小
国
の
伝
馬
所
、仕
事
減
少
に
つ
き
諸
税
免
除
の
再
検
討
を
命
ず
る

　
　
　
　
　

久
慈
通
鍛
冶
屋
・
銅
屋
改
め
役
人
の
免
高
及
び
下
代
の
役
料
の
検
討

　
　
　
　
　

久
慈
谷
地
堰
の
郷
普
請
の
検
討
の
指
示　

　

 

二
月　

荷
軽
部
の
者
の
手
形
を
代
官
が
持
参

　
　
　
　
　

山
形
通
は
不
作
で
あ
る
が
、
打
ち
直
し
検
地
は
春
に
実
施
す
る
こ
と
に

　
　
　
　
　

変
更
さ
れ
る　

　
　
　
　
　

関
・
小
国
の
伝
馬
高
を
半
役
と
し
、
大
野
鉄
類
役
人
免
高
を
変
更
、
下

　
　
　
　
　

代
の
役
料
を
決
定　
　

　

 

三
月　

戸
呂
町
で
七
軒
焼
失
に
つ
き
、
古
稗
を
利
息
な
し
に
拝
借
さ
せ
る

　
　
　
　
　

久
慈
御
蔵
の
稗
・
麦
等
を
利
息
付
き
で
貸
し
付
け
る　

　
 

四
月　

久
慈
御
用
鉄
の
仕
様
替
、
製
作
者
の
名
義
を
明
記
す
る　

　
　
　
　
　

久
慈
御
蔵
の
囲
稗
、
困
窮
の
者
へ
三
割
の
利
息
に
て
貸
し
付
け　

　
　
　
　
　

繋
村
金
左
衛
門
、
山
漆
と
里
漆
の
実
の
運
上
を
願
う　

　

 

七
月　

井
上
源
内
、
家
普
請
の
た
め
知
行
所
の
日
野
沢
山
の
松
の
払
い
下
げ
を

　
　
　
　
　

受
け
る

　

 

　
　
　

江
戸
の
江
嶋
屋
、
繋
山
な
ど
に
て
炭
木
の
切
り
出
し
を
予
定
。
出
雲
流

　
　
　
　
　

に
て
鉄
山
新
規
開
業
願
い
を
出
す
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七
月　

製
鉄
所
の
許
可
証
文　

　

 

八
月　

繋
村
金
左
衛
門
、
江
刈
な
ど
の
各
地
へ
漆
の
実
取
り
に
行
く

　

 

九
月　

荷
軽
部
村
の
欠
落
者
を
五
人
組
預
か
り
と
し
、
息
子
を
城
中
の
馬
屋
御

　
　
　
　
　

用
へ
差
し
上
げ
る　

　

十
二
月　

繋
村
の
金
左
衛
門
、
ろ
う
そ
く
上
納
の
一
部
を
免
除
さ
れ
る

　
　
　
　
　

金
左
衛
門
の
ろ
う
そ
く
に
つ
い
て
競
り
を
申
し
付
け
る　
　

元
禄
八
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

９
６

　

 

正
月　

久
慈
代
官
交
代
反
対
の
陳
情
願
い
を
百
姓
た
ち
が
出
す

　
　
　
　
　

久
慈
下
代
に
集
合
し
た
百
姓
の
帰
参
を
命
ず
る　

　

 

三
月　

久
慈
通
の
先
年
の
御
年
貢
金
勘
定
を
終
了

　

 

四
月　

雑
穀
勘
定
を
終
了　

　

 

五
月　

山
・
里
漆
は
競
り
な
し
と
な
る
が
、
金
左
衛
門
は
蝋
密
売
な
ど
で
不
届

　
　
　
　
　

き
に
つ
き
商
売
不
許
可
と
な
る　

　

 

六
月　

漆
の
実
改
め
に
金
左
衛
門
な
ど
を
派
遣
す
る　

　
　
　
　
　

各
代
官
へ
年
貢
金
一
歩
の
相
場
を
申
し
渡
す

　

 

七
月　

総
代
官
へ
虫
害
に
よ
り
虫
祭
り
の
奨
励　

　

 

八
月　

飢
饉
に
つ
き
、
久
慈
な
ど
在
方
へ
穀
物
改
役
人
を
派
遣
す
る　

　
　
　
　
　

不
作
に
つ
き
、
穀
物
他
領
出
し
禁
止
と
留
番
所
の
設
置　

 

　

九
月　

領
内
代
官
所
へ
霜
枯
れ
に
よ
る
作
物
の
被
害
調
査
役
人
を
派
遣
す
る

　

十
一
月　

買
米
御
免
と
な
る　

　
　
　
　
　

久
慈
の
百
姓
た
ち
が
、
種
籾
・
籾
大
豆
の
借
り
上
げ
を
申
し
出
た
が
、

　
　
　
　
　

却
下
さ
れ
る　

元
禄
十
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

９
９

　

 

八
月　

九
戸
郡
の
田
畑
改
め
高
郷
村
御
内
所
高
帳　

　

十
二
月　

繋
村
の
百
姓
、
雪
崩
に
よ
り
死
傷　

元
禄
十
二
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
０
７

　

 

正
月　

酒
改
め
役
人
を
任
命
す
る
。
以
後
、
酒
の
訴
訟
は
代
官
に
よ
ら
ず
上
申

　
　
　
　
　

す
る
こ
と

　
　
　
　
　

大
工
作
料
の
日
当
を
決
め
る　

 

　

九
月　

六
代
官
へ
、
諸
年
貢
取
り
立
て
は
金
一
両
銭
四
貫
文
の
相
場
と
決
定　
　

　

閏
九
月　

風
水
害
に
よ
り
、
各
代
官
所
へ
税
金
の
減
額
を
指
示　
　
　
　

 

　

十
月　

久
慈
へ
川
崩
検
地
役
人
を
派
遣
す
る　
　
　

元
禄
十
四
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
０
８

　

 

五
月　

砂
鉄
山
・
炭
木
山
枯
渇
の
た
め
、
鉄
の
他
領
商
売
を
禁
止
と
す
る　

 

　

十
月　

公
儀
へ
領
内
損
毛
高
を
報
告
す
る　
　
　
　
　

元
禄
十
五
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
０
８

 

　

正
月　

久
慈
・
軽
米
に
貸
し
付
け
た
雑
穀
の
利
息
を
御
免
と
す
る　

 

　

三
月　

火
事
に
あ
っ
た
繋
村
川
代
の
百
姓
に
稗
三
駄
貸
し
付
け

　

 

五
月　

当
年
の
御
役
紫
を
免
除　

 

　

六
月　

年
貢
金
の
砂
代
一
分
の
相
場
を
決
め
る　

 

　

八
月　

山
形
通
の
雑
木
な
ど
を
十
分
一
役
代
金
で
上
納　

　
　
　
　
　

不
作
で
穀
物
高
値
の
た
め
、
穀
留
め
を
実
施　

　

十
一
月　

雑
穀
改
め
役
の
派
遣　
　
　
　
　
　

　

十
二
月　

領
内
の
米
・
大
豆
の
買
い
上
げ
値
段
を
決
め
る　

元
禄
十
六
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
１
０

 

　

正
月　

久
慈
代
官
の
勘
定
を
勤
め
る
役
人
名

 

　

四
月　

戸
呂
町
に
て
火
事
、
類
焼
三
軒　

 

　

六
月　

六
代
官
所
の
餓
死
者
・
死
牛
馬
、
御
救
金
・
雑
穀
等
の
員
数
の
報
告
書

　
　
　
　
　

を
江
戸
へ
上
げ
る　

 

　

七
月　

悪
田
の
た
め
餓
死
し
た
二
又
村
合
戦
場
の
百
姓
の
年
貢
金
を
決
め
る

 

　

八
月　

久
慈・軽
米
通
山
形
に
て
猿・鹿
の
被
害
が
多
い
た
め
鉄
砲
使
用
を
許
可
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九
月　

尾
州
一
文
字
屋
、
凶
作
に
つ
き
久
慈
ふ
と
う
横
津
山
鉄
山
を
閉
山
、
貸

 
 
 
 
 

借
精
算
の
上
帰
国
す
る　

　

 

十
月　

一
文
字
屋
、
百
姓
借
用
金
の
手
形
を
返
却　

　

十
一
月　

繋
村
の
百
姓
た
ち
、
久
慈
の
山
か
ら
春
木
払
い
下
げ
の
願
い　
　
　
　
　

宝
永
元
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
１
２

　
　

六
月　

旱
に
よ
る
田
畑
の
損
害
を
江
戸
へ
報
告
す
る　
　
　

宝
永
二
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
１
２

小
十
二
月　

米
・
酒
の
値
段
を
決
め
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宝
永
三
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
１
３

 

　

二
月　

戸
呂
町
百
姓
よ
り
金
山
見
立
て
証
文
が
出
る　

 

　

五
月　

給
所
百
姓
拝
借
金
、
御
蔵
百
姓
と
同
様
無
利
息
・
五
年
賦
と
な
る　

 

　

七
月　

小
国
・
霜
畑
村
に
て
狼
荒
れ
、
人
に
も
害
を
加
え
る
の
で
、
脅
し
鉄
砲　

　
　
　
　
　

を
願
い
出
る　

 

　

八
月　

在
漆
は
百
姓
の
自
撹
と
す
る　

宝
永
四
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
１
３

 

　

九
月　

荷
軽
部
村
よ
り
狼
害
に
よ
る
牛
馬
の
用
心
と
し
て
脅
し
鉄
砲
を
願
い
出

　
　
　
　
　

る　

宝
永
五
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
１
４

　

 

四
月　

鐁
（
や
り
か
ん
な
）
の
秋
田
商
売
を
望
む
戸
呂
町
の
者
に
通
行
証
文
を

　
　
　
　
　

出
す　

　
　

七
月　

戸
呂
町
村
の
鉛
山
見
立
て
を
願
い
出
る　

宝
永
六
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
１
４

　
　

十
月　

関
な
ど
へ
盛
岡
領
移
出
の
大
豆
押
留
め
役
人
を
派
遣　

宝
永
七
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
１
４

　
　

三
月　

久
慈
・
軽
米
の
堰
や
堤
・
橋
・
道
路
普
請
の
書
き
上
げ　

　
　
　
　
　

火
事
火
元
の
者
、
縄
下
の
ほ
か
に
罪
を
重
く
す
る　

　
　

四
月　

各
代
官
所
へ
、
凶
年
続
き
に
よ
り
未
納
年
貢
を
半
分
に
軽
減
す
る
よ
う

　
　
　
　
　

に
指
示　

正
徳
四
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
１
５

　
　

二
月　

久
慈
代
官
の
勘
定
終
了　

　
　

八
月　

領
内
に
漆
か
き
役
人
を
派
遣
す
る　

　
　
　
　
　

久
慈
通
な
ど
へ
税
金
取
り
立
て
役
人
を
派
遣
す
る　

正
徳
五
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
１
５

　
　

二
月　

久
慈
・
軽
米
な
ど
へ
年
貢
金
や
小
役
金
の
取
り
立
て
役
人
を
任
命　
　
　

　
　
　
　
　

久
慈
代
官
の
勘
定
終
了　

　
　

三
月　

久
慈
代
官
の
交
代　

　
　
　
　
　

久
慈
・
軽
米
百
姓
よ
り
検
見
願
い
が
提
出
さ
れ
る　

　
　
　
　
　

久
慈
の
雑
穀
勘
定
の
役
人
名　

　
　

五
月　

久
慈
・
軽
米
の
検
見
願
い
が
許
可
と
な
る　

　
　
　
　
　

田
名
部
・
佐
井
村
の
能
登
屋
な
ど
か
ら
の
久
慈
遠
嶋
山
開
発
願
い
が
許　

　
　
　
　
　

可
と
な
る　

　
　
　
　
　

久
慈
嶽
山
開
発
願
い
が
許
可
と
な
る　

　
　
　
　
　

開
発
の
山
境
確
認
の
役
人
立
ち
会
い

　
　
　
　
　

久
慈
開
発
の
山
願
い
人
、
礼
金
不
納
に
つ
き
お
咎
め　

　
　

九
月　

久
慈
通
の
漆
か
き
を
命
ず
る

　

十
一
月　

凶
作
に
よ
り
久
慈
通
へ
穀
留
め
役
人
を
派
遣
す
る　

享
保
二
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
１
８

　
　

六
月　

繋
村
の
百
姓
に
嫁
入
り
を
約
束
し
た
者
、
婚
約
不
履
行
に
つ
き
所
払
い

　
　
　
　
　

と
な
る
が
清
涼
院
法
事
に
つ
き
御
免
と
な
る

　
　

八
月　

漆
か
き
奉
行
を
任
命

享
保
三
年 
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
１
８

　
　

九
月　

久
慈
な
ど
へ
漆
か
き
奉
行
を
任
命　

　

十
一
月　

久
慈
・
軽
米
へ
送
る
制
札
の
伝
馬
証
文
を
交
付
す
る　
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享
保
四
年 
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
１
９

　
　

六
月　

荷
軽
部
村
の
も
め
事
不
取
締
り
に
よ
り
代
官
が
辞
任
を
願
い
出
る

　
　
　
　
　

久
慈
代
官
の
交
代　

　
　

七
月　

荷
軽
部
村
に
紛
争
が
あ
る
た
め
、
代
官
相
役
辞
任
の
申
し
出
が
不
許
可

　
　
　
　
　

と
な
る　

　
　

八
月　

久
慈
通
な
ど
の
漆
か
き
奉
行
を
任
命　

　
　
　
　
　

久
慈
通
の
漆
か
き
奉
行
帰
参　

享
保
五
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
２
０

　
　

九
月　

久
慈
通
な
ど
へ
漆
か
き
奉
行
を
派
遣
す
る　

　
　

十
月　

凶
作
に
つ
き
、
久
慈
な
ど
へ
穀
留
め
役
人
を
派
遣
す
る　

　

十
二
月　

米
・
大
豆
の
値
段
と
酒
の
値
段
、
久
慈
・
軽
米
の
酒
は
四
文
増
し　

　
　
　
　
　

凶
作
に
つ
き
、
久
慈
な
ど
へ
穀
改
め
役
人
を
派
遣
す
る　

享
保
六
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
２
１

　
　

爉
月　

酒
の
値
段
を
決
め
る　

享
保
八
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 
１
２
２

　
　

九
月　

大
風
雨
に
よ
る
領
内
減
収
高
調
べ　

享
保
十
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 
１
２
３

　
　

九
月　

川
井
村
日
損
の
検
分　

　
　
　
　
　

川
井
村
減
収
の
目
録
書
き
上
げ　

享
保
十
二
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
２
３

　
　

九
月　

旱
に
よ
る
作
物
の
損
害
額
、
公
儀
へ
書
き
上
げ　

　
　

十
月　

荷
軽
部
村
五
郎
右
衛
門
ら
が
中
国
鉄
吹
鉄
銅
屋
を
願
い
出
る　

　
　
　
　
　

鉄
銅
屋
許
可
証
文
が
出
る

享
保
十
三
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
２
５

　

 

四
月　

久
慈
の
出
ル
町
の
百
姓
名
子
一
家
全
員
欠
落　

　

 

八
月　

領
内
の
大
雨
洪
水
の
被
害
調
査
書　

　

 

九
月　

久
慈
山
形
な
ど
へ
水
害
の
検
分
役
人
を
派
遣
す
る　

　ト
ピ
ッ
ク
ス

　
　近
世
初
期
の
製
鉄

　
　吟
味
さ
れ
た
留
物
の
品
々

　
　漆
の
栽
培
奨
励

　
　横
吹
き
か
ら
た
た
ら
吹
き
へ

　
　惣
馬
改
役
人

享
保
十
五
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
３
８

　

 

二
月　

久
慈
通
検
地
役
人
を
派
遣
す
る　

　

 

四
月　

久
慈
・
軽
米
通
へ
金
山
見
立
て
役
人
を
派
遣
す
る　

享
保
十
六
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
３
８

　

 

二
月　

小
国
村
に
て
火
事　

享
保
十
七
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
３
８

　

 

四
月　

小
国
村
に
て
火
事
、
類
焼
二
軒
、
馬
六
疋
焼
死　

　

 

十
月　

繋
村
に
て
火
事　

享
保
十
九
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
３
９

　

十
一
月　

米
・
大
豆
の
平
均
値
段　

　
　
　
　
　

酒
の
値
段
が
決
ま
る
。
久
慈
・
軽
米
は
一
文
増
し　

享
保
二
十
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
３
９

　

 

三
月　

久
慈
村
に
て
火
事
、
霜
畑
の
名
子
ら
四
軒
類
焼　

元
文
二
年 
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
３
９

　

 

四
月　

久
慈
・
軽
米
通
な
ど
へ
藩
主
下
向
金
取
り
立
て
役
人
を
派
遣
す
る　

　
　
　
　
　

欠
落
し
た
小
国
村
の
百
姓
が
、
伊
勢
参
宮
を
し
て
帰
村　

　

 

五
月　

五
代
官
中
へ
酒
値
段
二
文
増
し
を
指
示　
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五
月　

欠
落
し
た
繋
村
馬
内
の
百
姓
、
帰
村
の
上
所
払
い
御
免
願
い　

　
　
　
　
　

繋
村
の
百
姓
、
欠
落　

 

　

六
月　

繋
村
馬
内
の
百
姓
、
所
払
い
御
免
と
な
る　

 

　
　
　
　

久
慈
・
軽
米
な
ど
の
総
馬
改
め

 

　

九
月　

稲
作
不
良
に
つ
き
、
領
内
の
酒
値
段
二
文
増
し
と
す
る
。
久
慈
・
軽
米

　
　
　
　
　

は
一
文
増
し
と
す
る　

　
　
　
　
　

各
通
の
検
見
役
人
を
任
命　

　
　
　
　
　

日
野
沢
・
荷
軽
部
通
な
ど
へ
派
遣
の
検
見
役
人　

　
　
　
　
　

久
慈
山
形
大
野
通
検
分
役
人
の
帰
参　

 

　
　
　
　

大
野
村
・
山
形
通
の
検
分
に
よ
る
引
金
目
録　

 

　

十
月　

天
候
不
良
に
よ
る
凶
作
被
害
の
調
査　

　

十
一
月　

猪
鹿
お
ど
し
鉄
砲
、
久
慈
よ
り
返
却　

　

十
二
月　

大
豆
の
値
段

　
　
　
　
　

酒
値
段
、
久
慈
・
軽
米
は
一
文
増
し　

　
　
　
　
　

日
野
沢
村
に
て
火
事
、
馬
三
疋
焼
死
に
つ
き
縄
下
と
な
る　

　
　
　
　
　

霜
畑
村
に
て
火
事
、
二
軒
類
焼
。
火
元
は
縄
下
御
免
と
な
る

　
　
　
　
　

日
野
沢
村
の
火
元
、
縄
下
御
免
と
な
る　

元
文
三
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
４
４

 

　

四
月　

領
内
総
人
口
五
万
六
千
八
百
五
十
一
人
、
公
儀
へ
報
告　

元
文
四
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
４
５

 

　

九
月　

風
害
に
よ
る
損
失
高
、
公
儀
へ
報
告　

元
文
五
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
４
６

 

　

二
月　

小
国
村
に
て
三
人
殺
さ
れ
、
物
品
を
盗
ま
れ
る　

　
　
　
　
　

強
盗
殺
人
の
犯
人
に
処
刑
を
申
し
渡
す

　
　
　
　
　

親
を
殺
さ
れ
た
子
供
に
一
人
扶
持
を
下
さ
れ
る

　
　
　
　
　

犯
人
を
調
べ
た
小
国
村
地
頭
清
助
へ
褒
美
を
く
だ
さ
れ
る　

　
　

二
月　

お
仕
置
を
久
慈
定
番
に
命
ず　

　
　
　
　
　

犯
人
処
刑
の
上
、
さ
ら
し
首
と
な
る　

 

　
　
　
　

犯
人
の
妻
子
も
さ
ら
し
と
な
る

　
　
　
　
　

犯
人
の
妻
子
の
処
分　

 

　

三
月　

文
金
壱
分
の
値
段
を
決
め
る　

 

　

四
月　

牛
馬
・
犬
・
猫
の
処
分
、
皮
屋
に
通
知
す
る
こ
と　

 

　

七
月　

久
慈
通
馬
改
め
を
願
い
出
る　

 

　

八
月　

今
年
の
作
物
の
日
損
等
の
被
害
を
公
儀
へ
報
告
す
る　

 

　
　
　
　

小
国
村
の
親
を
殺
さ
れ
た
子
供
が
病
死　

 

　

九
月　

久
慈
通
検
分
終
了
、
引
金
目
録　

 

　

十
月　

霜
畑
・
小
国
村
な
ど
の
久
慈
通
引
金
覚　

　
　
　
　
　

鶴
の
黒
焼
き
を
拝
領
し
た
久
慈
通
の
者
の
名
簿

寛
保
二
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
５
０

　

 

三
月　

貸
上
金
の
本
田
・
新
田
割
合
を
決
め
る　

　

 

十
月　

久
慈
・
軽
米
の
掫
駒
十
分
の
一
取
り
立
て
し
て
上
納　

寛
保
三
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
５
０

　

 

二
月　

戸
呂
町
村
総
高
の
内
、
五
石
九
斗
余
を
本
役
地
に
願
い
出
る

　

 

六
月　

強
盗
に
よ
り
母
を
亡
く
し
た
小
国
村
の
子
供
へ
お
助
扶
持
を
下
さ
れ
る

　
　
　
　
　

六
代
官
所
へ
古
分
銅
売
買
の
禁
止
を
申
し
渡
す　

　

十
二
月　

年
貢
取
り
立
て
不
良
の
五
代
官
を
閉
門
と
す
る　

　
　
　
　
　

閉
門
の
代
官
に
代
わ
り
、
仮
代
官
を
任
命
す
る　

延
享
元
年 
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
５
２

 

　

六
月　

宗
門
改
め
総
人
数
五
万
六
千
百
五
十
一
人

 

　
　
　
　

公
儀
へ
報
告
の
領
内
人
口

 

　

八
月　

川
井
村
よ
り
追
放
の
者
、
立
ち
帰
り
に
つ
き
入
牢
と
な
る　

　

十
一
月　

関
村
三
之
丞
の
口
述
書
披
露　
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延
享
二
年 
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
５
４

　

 

正
月　

久
慈
通
で
猪
狩
り
、
繋
・
戸
呂
町
・
関
村
な
ど
の
百
姓
、
三
疋
仕
留
め
る

　

 

二
月　

関
村
の
者
が
牢
を
破
り
、
行
方
知
れ
ず
と
な
る　

　

 

　
　
　

久
慈
通
の
川
欠
け
と
な
っ
た
場
所
の
検
地
願
い　

　

 

三
月　

霜
畑
村
火
事
に
て
三
軒
焼
失
、
火
元
は
縄
下
と
な
る　

　

 

六
月　

久
慈
通
年
貢
不
納
に
つ
き
催
促
す
る　

　

 

七
月　

税
金
未
納
の
者
、
縄
下
と
な
る　

　
　
　
　
　

関
村
の
百
姓
ら
、
明
日
処
刑
と
決
ま
る　

　

 

十
月　

水
害
・
旱
に
よ
る
作
物
の
損
害
調
査
書　

　

十
二
月　

久
慈
の
遠
部
地
・
遠
嶋
の
木
材
積
み
出
し
、
再
願
い
の
上
許
可
と
な
る　

延
享
三
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
５
６

　

 

三
月　

久
慈
川
欠
検
地
役
人
の
派
遣　
　
　

　
　
　
　
　

欠
落
の
者
が
出
な
い
様
五
人
組
ほ
か
村
方
役
人
、
代
官
へ
心
得
を
指
示

　
　

七
月　

山
奉
行
に
不
法
行
為
を
し
た
百
姓
の
た
め
、
久
慈
名
主
が
戸
〆
御
免　
　

　
　
　
　
　

久
慈
大
下
書
、
右
同
様
と
な
る　

　
　
　
　
　

久
慈
の
山
紛
争
に
不
手
際
の
代
官
、
叱
責
を
受
け
る　

　
　
　
　
　

久
慈
代
官
の
交
代　

　
　
　
　
　

久
慈
通
給
所
の
引
高
替
地
仮
小
高
帳
を
百
姓
へ
渡
す　

　

 

八
月　

五
代
官
へ
の
触

　
　
　
　
　

勧
進
の
者
、
町
方
へ
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る　

　
　
　
　
　

六
十
六
部
・
虚
無
僧
は
庄
屋
・
名
主
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
宿
泊
を
禁

　
　
　
　
　

止
す
る　

　
　
　
　
　

枯
稲
見
分
の
願
い
、
代
官
提
出
を
延
引
す
る

　

 

　
　
　

久
慈
馬
内
山
の
山
守
り
、
五
人
組
預
か
り
の
処
分
を
許
さ
れ
る

　
　
　
　
　

久
慈
通
見
分
役
人
の
派
遣　

　

 

九
月　

久
慈
通
の
枯
稲
見
分
役
人
帰
参

　
　
　
　
　

久
慈
通
の
見
分
高
・
引
金　

　

十
二
月　

酒
の
値
段
を
決
め
る　

延
享
四
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
５
９

 

　

三
月　

猪
・
鹿
荒
れ
に
鉄
砲
を
借
用　

　
　
　
　
　

戸
外
で
の
た
ば
こ
火
等
の
始
末
を
命
令　

 
 

五
月　

久
慈
の
百
姓
、
猪
お
ど
し
鉄
砲
を
三
挺
願
い
出
る　

　
　
　
　
　

久
慈
通
に
て
猪
四
十
疋
射
留
め
る　

　
　
　
　
　

久
慈
湊
よ
り
八
戸
湊
へ
藍
玉
を
移
出　

 

　

六
月　

小
国
村
の
者
が
欠
落　

 

　

八
月　

田
形
不
作
の
上
猪
荒
れ
の
た
め
、
見
分
を
願
う　
　
　
　
　

　

十
一
月　

久
慈
の
酒
改
め
役
人
を
任
命　

寛
延
元
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
６
１

 

　

六
月　

久
慈
・
軽
米
通
の
総
馬
改
め

　
　
　
　
　

総
馬
改
め
役
人
の
任
命
と
、
賄
・
夜
食
の
扱
い
方
を
指
示　

　
　
　
　
　

掫
駒
の
留
馬
と
払
馬
の
公
定
価
格
に
つ
い
て
の
覚
え　

 

　

八
月　

久
慈
通
の
風
水
害
の
検
分
願
い　

 

　

九
月　

久
慈
通
の
検
分
終
了　

 

　

十
月　

代
官
へ
雑
穀
高
値
に
つ
き
高
値
に
売
買
し
た
者
を
取
り
締
ま
る
よ
う
命

 
 
 
 
 

ず
る　

　
　
　
　
　

関
村
茂
八
郎
よ
り
、
造
酒
商
売
不
振
に
つ
き
酒
屋
証
文
の
売
却
願
い　

　

十
一
月　

久
慈
通
へ
猪
お
ど
し
鉄
砲
十
挺
が
貸
し
出
さ
れ
る　

　
　
　
　
　

猪
退
治
の
た
め
、
犬
飼
い
の
奨
励
を
五
代
官
に
命
ず
る　

寛
延
二
年 
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
６
３

 

　

正
月　

猪
・
鹿
を
討
ち
留
め
た
数
、
二
千
疋
余
を
江
戸
へ
報
告　
　
　
　
　

 

　

二
月　

小
国
村
に
て
火
事
、
馬
三
疋
焼
死

 

　

三
月　

不
作
の
上
猪
荒
れ
に
つ
き
、
雑
穀
・
仕
付
銭
・
味
噌
の
拝
借
を
荷
軽
部
・

　
　
　
　
　

川
井
・
日
野
沢
村
な
ど
よ
り
願
い
出
る　

 

　

六
月　

久
慈
通
な
ど
で
、
鹿
荒
れ
に
よ
り
種
蒔
き
の
出
来
な
い
場
所
を
調
査　



山形村誌　第二巻　史料編

2 2

　
　

六
月　

関
村
の
者
入
牢
に
あ
た
り
、
牢
番
を
勤
め
た
五
人
組
を
帰
村
さ
せ
る　

 

　
　
　
　

関
村
の
者
一
人
、
五
人
組
預
か
り
と
な
る　

　
　
　
　
　

名
主
は
年
貢
取
り
立
て
の
た
め
帰
す

　
　
　
　
　

牢
入
り
の
者
、
無
罪
に
備
え
て
持
地
の
手
入
れ
を
指
示　

 

　

七
月　

総
馬
改
め
御
免
と
な
る

　
　
　
　
　

久
慈
・
軽
米
は
名
主
改
め
に
て
書
き
上
げ
る
事　

 

　

九
月　

久
慈
に
て
関
村
吉
六
ら
が
稲
刈
り
酒
の
販
売
を
願
う　

　
　
　
　
　

久
慈
・
軽
米
酒
屋
の
稲
刈
り
酒
は
内
々
に
て
販
売
の
事　

　
　
　
　
　

久
慈
通
の
濁
酒
屋
を
禁
止　

 

　

十
月　

凶
作
に
よ
る
損
害
一
万
二
千
石
余
を
公
儀
へ
報
告　

　
　
　
　
　

領
内
の
凶
作
被
害
を
検
分　

　

十
一
月　

小
国
村
の
者
、
城
中
小
道
具
係
選
抜
に
つ
き
御
免
の
願
い　

　
　
　
　
　

百
姓
妻
子
、
質
素
な
衣
服
の
着
用
を
命
ず
る　

　

十
二
月　

領
内
宗
門
改
め
の
総
人
数　

七
万
千
八
百
五
十
二
人　

寛
延
三
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
７
０

 

　

三
月　

繋
村
に
て
火
事
、
類
焼
三
軒
、
馬
四
疋
焼
死　

 

　

四
月　

繋
村
の
名
子
火
元
に
て
火
事
、
類
焼
三
軒
、
火
元
は
縄
下
と
な
る　

　
　
　
　
　

川
井
村
の
者
が
欠
落
し
、
捜
索
を
命
令　

 

　

六
月　

繋
村
の
七
尺
回
り
の
杉
の
木
を
三
貫
文
に
て
払
い
下
げ　

　
　
　
　
　

川
井
・
荷
軽
部
な
ど
の
村
々
が
大
霜
で
作
物
に
大
被
害
を
受
け
る　

 

　

七
月　

久
慈
・
軽
米
な
ど
の
総
馬
改
め
八
千
三
百
二
十
八
疋　

 

　

九
月　

川
井
村
の
者
、
妻
子
を
売
り
払
い
市
川
境
へ
追
放
さ
れ
る　

　

十
一
月　

米
・
大
豆
・
酒
値
段
を
決
め
る

宝
暦
元
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
７
２

 

　

正
月　

暦
の
日
を
改
め
、
二
十
三
日
市
開
催
を
近
在
へ
知
ら
せ
る
よ
う
代
官
へ

 
 
 
 
 

指
示　

　

 

二
月　

久
慈
代
官
の
勘
定
終
了　

 

　

三
月　

久
慈
・
軽
米
な
ど
の
貸
上
金
取
立
帳
を
交
付

 

　
　
　
　

射
留
め
た
猪
の
数
の
報
告　

久
慈
通
千
二
百
八
十
疋　

 

　

四
月　

関
村
の
名
子
火
元
に
て
火
事
、
類
焼
三
軒　

　
　
　
　
　

猪
お
ど
し
鉄
砲
改
め
に
つ
き
返
却　

 

　

五
月　

繋
村
の
者
、
入
牢
と
な
る　

 

　

八
月　

検
分
の
村
割　

　
　
　
　
　

久
慈
・
軽
米
の
見
分
役
人
名　

　
　
　
　
　

お
仕
置
き
を
し
た
繋
村
の
者
、
繋
に
て
一
日
さ
ら
し
と
な
る　

　
　
　
　
　

名
主
に
よ
る
牛
改
め
の
実
施
を
指
示　

　
　
　
　
　

繋
村
の
者
の
お
仕
置
の
処
置
を
野
田
代
官
へ
報
告　

　
　
　
　
　

繋
村
の
二
人
、
強
盗
の
嫌
疑
が
は
れ
る

　
　
　
　
　

繋
村
の
者
三
人
、
盛
岡
領
に
て
強
盗
殺
人
を
犯
す

　
　
　
　
　

強
盗
殺
人
犯
、
重
罪
及
び
家
屋
没
収
と
な
る　

　
　
　
　
　

強
盗
殺
人
の
者
の
扱
い
、
以
後
油
断
な
く
取
り
扱
う
こ
と　

　
　
　
　
　

地
頭
覚
平
は
名
子
の
取
り
扱
い
方
不
十
分
に
つ
き
、
罰
金
を
科
せ
ら
れ

 
 
 
 
 

た
が
御
免
と
な
る　
　

　
　
　
　
　

繋
村
名
主
伊
五
郎
は
、無
宿
の
者
を
放
任
し
た
こ
と
に
よ
り
戸
〆
と
な
る

 

　

九
月　

総
馬
改
め
の
禁
止
事
項
を
申
し
渡
し

　
　
　
　
　

繋
村
の
名
主
、
戸
〆
御
免　

　
　
　
　
　

各
代
官
へ
住
所
不
定
の
者
の
宿
泊
を
禁
止
、
こ
れ
に
違
反
し
な
い
旨
の

 
 
 
 
 

一
村
切
り
の
証
文
提
出　

　
　
　
　
　

繋
村
の
者
が
盗
み
取
り
質
入
り
し
た
品
　々
　
　
　

 

　
　
　
　

久
慈
通
な
ど
の
検
見
分
帳
の
清
書
が
出
来
る

　
　
　
　
　

久
慈
八
日
町
孫
太
夫
、関
村
沢
内
山
に
て
中
国
流
製
鉄
所
の
新
設
を
願
う

　
　
　
　
　

中
国
流
鉄
鍛
冶
証
文
を
交
付　
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十
一
月　

五
代
官
へ
年
貢
諸
出
金
取
り
立
て
出
精
を
指
示　

　
　
　
　
　

強
盗
犯
の
家
屋
敷
、
親
類
へ
払
い
下
げ　
　
　
　

　

十
二
月　

酒
・
米
・
大
豆
の
値
段　

宝
暦
二
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
８
０

 

　

正
月　

久
慈
代
官
の
交
代　

 

　

二
月　

久
慈
代
官
の
年
貢
勘
定　

　
　
　
　
　

久
慈
の
年
貢
未
納
の
百
姓
、
未
進
書
に
捺
印
す
る

　
　
　
　
　

戸
呂
町
村
な
ど
の
百
姓
、
年
貢
金
を
三
月
ま
で
延
納　

 

　

四
月　

久
慈
代
官
よ
り
一
里
飛
脚
に
て
、
鶴
商
売
禁
止
の
申
し
渡
し　

　
　
　
　
　

関
の
万
平
へ
、
麹
屋
証
文
の
返
納　

　
　
　
　
　

戸
呂
町
・
荷
軽
部
村
の
揚
地
払
い
下
げ
の
願
い　

 

　

六
月　

江
戸
の
借
金
と
凶
作
に
つ
き
、
御
蔵
給
所
へ
貸
上
金
を
命
令
す
る　

　

 

七
月　

久
慈
・
軽
米
の
総
馬
改
め　

六
千
九
百
拾
四
疋　

　

十
一
月　

米
・
大
豆
・
酒
の
相
場
を
決
め
る

　
　
　
　
　

酒
は
久
慈
・
軽
米
一
文
増
し　

　

十
二
月　

戸
呂
町
村
に
て
鉄
銅
屋
を
し
て
い
た
地
頭
惣
五
郎
親
子
が
、
銅
屋
大
工

 
 
 
 
 

に
殺
害
さ
れ
る

　
　
　
　
　

犯
人
を
軽
米
代
官
所
に
て
詮
議　

宝
暦
三
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
８
３

　

 

正
月　

久
慈
代
官
の
交
代　

 

　

二
月　

久
慈
代
官
の
年
貢
勘
定
役
人
名　

 

　
　
　
　

戸
呂
町
の
者
、
一
部
未
納
あ
る
も
年
貢
皆
済

 

　

九
月　

八
戸
通
・
軽
米
・
久
慈
は
不
作
に
つ
き
見
分
願
い　

　
　
　
　
　

久
慈
通
検
分
終
了　

 

　

十
月　

風
水
害
に
よ
る
被
害
報
告
書　

　

十
一
月　

久
慈
通
な
ど
の
酒
改
め　

宝
暦
四
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
８
５

 

　

正
月　

久
慈
代
官
所
よ
り
猪
討
ち
鉄
砲
の
拝
借
願
い　

　
　
　
　
　

久
慈
村
孫
太
夫
よ
り
製
鉄
礼
金
延
金
の
願
い　

 

　

三
月　

久
慈
代
官
、
山
形
通
を
視
察　

 

　

四
月　

繋
村
の
猟
師
庄
十
郎
、
鉄
砲
を
拝
借
す
る　

 

　

八
月　

霜
畑
村
関
の
遠
部
地
山
よ
り
椈
（
ぶ
な
）
の
切
り
出
し
と
紺
屋
染
灰
焼

 
 
 
 
 

願
い　

　
　
　
　
　

椈
切
り
出
し
と
紺
屋
染
灰
証
文
が
出
る　

　
　
　
　
　

検
見
帳
、
引
金
帳
を
代
官
へ
渡
す　

 

　

九
月　

久
慈
通
に
て
大
雨
大
洪
水　

 

　

十
月　

久
慈
通
洪
水
の
川
欠
け
検
分
願
い　

　
　
　
　
　

繋
村
の
者
三
人
に
猟
師
札
が
許
可
と
な
る　

　
　
　
　
　

小
国
村
の
山
に
て
、
椈
・
た
も
の
木
・
紺
屋
染
灰
焼
の
証
文
願
い　

　

十
一
月　

繋
村
に
て
火
事　

　

十
二
月　

関
村
吉
左
衛
門
、
酒
箒
代
永
代
払
い
の
願
い　
　
　

　

ト
ピ
ッ
ク
ス

　
　熊
獲
り
名
人
の
三
五
郎

　
　久
慈
地
方
の
製
鉄
業

　
　塩
の
道

　
　山
争
論

宝
暦
五
年 
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
９
６

 

　

正
月　

久
慈
の
猟
師
、
猪
二
百
七
疋
・
猿
三
十
二
疋
討
ち
留
め
る　

 

　

二
月　

久
慈
遠
部
地
山
の
材
木
、
丸
木
舟
用
に
久
慈
浦
よ
り
大
久
喜
ま
で
回
す　

 

　

三
月　

小
国
村
に
て
火
事
、
馬
二
疋
焼
死　
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十
二
月　

家
族
全
員
の
欠
落
多
し

　
　
　
　
　

他
領
住
居
を
望
む
者
が
あ
れ
ば
、
村
方
に
重
科
を
申
し
付
け
る　

宝
暦
七
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
０
４

　

 

七
月　

志
和
を
除
い
た
久
慈
・
軽
米
な
ど
の
領
内
馬
改
め
員
数　

久
慈
・
軽
米

 
 
 
 
 

六
千
三
十
一
疋

　

十
一
月　

久
慈
村
の
殺
人
犯
、
死
罪
の
上
さ
ら
し
と
な
る　

宝
暦
八
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
０
４

　

 

四
月　

川
井
村
に
て
火
事　

　

 

五
月　

凶
作
年
の
よ
う
な
倹
約
強
化
を
通
達　

　

 

九
月　

久
慈
通
の
漆
か
き
一
本
の
お
礼
銭　

宝
暦
九
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
０
５

　

 

二
月　

繋
・
霜
畑
・
川
井
・
荷
軽
部
村
、
下
地
と
な
る　

　
　
　
　
　

繋
村
源
四
郎
よ
り
荒
地
へ
仕
付
願
い　

　
　
　
　
　

荒
地
よ
り
収
穫
の
粟
・
稗
を
上
納　
　
　

　
　
　
　
　

関
村
の
制
札
場
修
復
費
用
見
積
も
り　

　
　
　
　
　

繋
村
の
新
田
の
十
分
の
一
分
を
上
納
す
る　

　

 

三
月　

関
村
制
札
場
、
同
村
大
工
に
落
札
と
な
る　

　

 

四
月　

川
井
村
の
木
幡
新
蔵
拝
知
に
て
火
事
、
七
軒
焼
失　

　
　
　
　
　

川
井
村
木
幡
新
蔵
拝
知
に
て
火
事
、
三
軒
焼
失
、
火
元
甚
三
郎
は
縄
下

　
　
　
　
　

と
な
る　

　
　
　
　
　

荷
軽
部
村
木
幡
新
蔵
拝
知
に
て
火
事　

　
　
　
　
　

川
井
村
・
荷
軽
部
村
の
火
事
困
窮
の
者
か
ら
、
畑
仕
付
け
種
代
の
拝
借

　
　
　
　
　

を
願
い
出
る　

 

　

五
月　

繋
村
源
四
郎
よ
り
新
田
蒔
付
け
の
願
い
書　

 

　

六
月　

小
国
村
に
て
火
事　

　
　
　
　
　

川
井
村
・
日
野
沢
村
の
制
札
場
の
普
請
願
い　

 
　

七
月　

久
慈
八
日
町
孫
太
夫
の
鉄
吹
き
証
文
を
取
り
上
げ
る　

 

　

九
月　

凶
作
に
つ
き
、
村
々
の
濁
酒
屋
・
麹
屋
に
休
業
の
命
令
を
出
す　

 

　
　
　
　

繋
村
百
十
九
軒
よ
り
、
凶
作
に
つ
き
味
噌
拝
借
を
願
い
出
る

　
　
　
　
　

川
井
・
荷
軽
部
な
ど
の
村
々
よ
り
、
味
噌
・
雑
穀
拝
借
を
願
い
出
る　

 

　

十
月　

霜
畑
・
小
国
な
ど
の
村
々
よ
り
、
雑
穀
・
味
噌
拝
借
の
明
細　

　
　
　
　
　

霜
畑
・
小
国
村
よ
り
味
噌
の
拝
借
手
形
を
提
出

　
　
　
　
　

川
井
・
荷
軽
部
・
日
野
沢
・
戸
呂
町
村
よ
り
味
噌
拝
借
願
い
の
手
形
を

 
 
 
 
 

提
出　

宝
暦
六
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

１
９
９

　

 

正
月　

軽
米
・
久
慈
代
官
の
任
命　

　
　
　
　
　

久
慈
八
日
町
伝
兵
衛
、
百
姓
救
い
の
た
め
、
稗
を
安
値
に
て
販
売
す
る　

 

　

三
月　

繋
村
に
て
火
事
、
土
蔵
・
馬
屋
焼
失
、
持
馬
八
疋
・
高
三
石
四
斗
九
升

　
　
　
　
　

七
合　

 

　

四
月　

繋
村
に
て
火
事　

　
　
　
　
　

戸
呂
町
村
に
て
火
事
、
馬
三
疋
焼
死　

 

　

五
月　

霜
畑
村
に
て
名
子
家
が
火
事
、
類
焼
二
軒
、
馬
焼
死
に
つ
き
火
元
縄
下

　
　
　
　
　

と
な
る　

　
　
　
　
　

久
慈
通
の
餓
死
者
と
行
方
不
明
者
の
調
査
書

　
　
　
　
　

繋
村
・
小
国
村
・
霜
畑
村
・
川
井
村
・
荷
軽
部
村
・
日
野
沢
村
・
戸
呂

 
 
 
 
 

町
村
の
書
き
上
げ
あ
り　

　

 

六
月　

長
内
村
孫
兵
衛
、
野
田
・
山
形
の
荒
鉄
を
平
潟
へ
積
み
出
し
願
い　

　
　
　
　
　

荷
軽
部
村
に
て
火
事　

　

 

七
月　

当
年
領
内
の
荒
地
高
調
査
書　

閏
十
一
月　

久
慈
に
て
金
山
と
見
立
て
た
山
が
鉄
山
な
の
で
工
事
中
止　

　
　
　
　
　

山
形
通
の
百
姓
、
拝
借
し
て
い
た
稗
の
返
済
期
限
が
き
た
が
、
不
相
続

 
 
 
 
 

の
百
姓
の
た
め
、
囲
い
稗
の
願
い　
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七
月　

川
井
村
・
有
家
村
・
日
野
沢
村
の
制
札
場
修
理
を
申
し
出
る　

　
　
　
　
　

久
慈
・
軽
米
の
総
馬
員
数
調
査
目
録　

六
千
三
百
二
十
疋　

 

　
　
　
　

繋
村
に
て
風
祭
り
の
酒
席
で
喧
嘩
、
被
害
者
は
死
亡
す
る　

　
　
　
　
　

繋
村
よ
り
殺
人
者
の
助
命
願
い
が
出
さ
れ
る
が
、
却
下　

　

閏
七
月　

殺
人
事
件
の
関
係
者
、
五
人
組
組
預
か
り
と
な
る　

宝
暦
十
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
１
２

 

　

正
月　

久
慈
通
代
官
の
交
代　

　
　
　
　
　

五
代
官
へ
博
打
・
抜
参
の
禁
止
令　

 

　

四
月　

戸
呂
町
に
て
火
事　

 

　

五
月　

貸
上
割
当
金
三
分
の
一
取
り
立
て　

 

　

七
月　

領
内
の
総
馬
数
書
き
上
げ　
　

 

　

十
月　

五
代
官
へ
貸
上
金
の
上
納
を
割
り
付
け　

　
　
　
　
　

久
慈
・
軽
米
通
な
ど
へ
の
貸
上
金
の
取
り
立
て
役
人
名　

　
　
　
　
　

五
代
官
へ
貸
上
金
取
り
立
て
の
催
促　

　
　
　
　
　

関
村
吉
六
、
酒
造
休
業
の
願
い　

　
　
　
　
　

五
代
官
へ
年
貢
・
諸
出
金
の
催
促

　
　
　
　
　

久
慈
通
な
ど
へ
催
促
係
役
を
任
命　

宝
暦
十
一
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
１
４

　

 

正
月　

五
代
官
の
博
打
・
抜
け
参
り
禁
止
と
安
役
地
・
無
役
地
へ
金
目
増
を
命

　
　
　
　
　

ず
る　

　
　
　
　
　

久
慈
・
軽
米
へ
囲
い
籾
代
上
納
の
期
日
を
指
定
す
る　

　

 

三
月　

繋
村
の
性
悪
な
女
を
離
縁
と
す
る　

　

 

六
月　

久
慈
・
軽
米
の
馬
改
め
の
期
日
が
決
ま
る　

　

 

九
月　

久
慈
通
の
不
作
見
分
に
よ
る
引
金　

　

十
一
月　

関
村
吉
六
、
濁
酒
造
酒
願
い
が
許
可
と
な
る　

　
　
　
　
　

久
慈
通
な
ど
の
年
貢
金
上
納
が
捗
ら
な
い
の
で
、
再
度
催
促
役
人
を
派

　
　
　
　
　

遣
す
る　

　

十
一
月　

久
慈
に
て
焼
け
た
木
が
払
い
下
げ
と
な
る

　
　
　
　
　

久
慈
通
百
姓
、
猪
荒
れ
に
つ
き
鉄
砲
五
挺
を
拝
借
す
る　

宝
暦
十
二
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
１
５

　

 

正
月　

久
慈
代
官
の
交
代　

　

 

二
月　

当
年
領
内
で
の
揚
地
調
査
書

　
　
　
　
　

領
内
総
高
改
め
の
書
き
上
げ　

　
　
　
　
　

久
慈
通
の
狩
り
留
め
た
猪
の
数
の
報
告　

　

 

三
月　

五
代
官
所
に
て
猪
・
鹿
を
討
ち
留
め
た
褒
美
を
百
姓
へ
配
分
す
る　

　

 

五
月　

久
慈
の
小
国
山
な
ど
に
て
、
金
・
銀
山
を
見
立
て
る　

　
　
　
　
　

金
・
銀
・
銅
山
開
発
に
つ
き
、
田
地
支
障
の
有
無
の
問
い
合
わ
せ
へ

　
　
　
　
　

百
姓
よ
り
の
口
上
書　

　

 

八
月　

金
山
が
御
手
山
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
着
手
書
提
出
を
命
ず
る　

　

 

九
月　

関
の
吉
六
へ
濁
酒
証
文
を
出
す　
　
　

　
　
　
　
　

関
の
吉
六
所
持
の
酒
桶
一
本
使
用
が
許
さ
れ
る　
　
　

　

 

十
月　

当
年
領
内
の
人
別
帳
五
万
千
二
百
八
十
九
人　

宝
暦
十
三
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
２
０

 

　

二
月　

久
慈
通
勘
定
の
日
程
決
ま
る　

　
　
　
　
　

軽
米
・
久
慈
通
年
貢
皆
済
に
つ
き
、
名
主
へ
褒
美　

 

　

三
月　

久
慈
の
薫
陸
（
く
ん
の
こ
）
山
証
文
が
出
る　

　
 

五
月　

久
慈
通
へ
鉄
砲
四
挺
拝
借

　
　
　
　
　

久
慈
銀
山
御
用
掛
か
り
の
任
命　

　
　
　
　
　

久
慈
銀
山
の
開
発
着
手
を
命
ず
る　

 

　

六
月　

年
貢
金
取
り
立
て
値
段
を
決
め
る　

　
　
　
　
　

鴈
沢
村
長
之
助
、
久
慈
銀
山
へ
派
遣　

　
　
　
　
　

久
慈
・
軽
米
の
総
馬
改
め
の
期
日
が
延
び
る　

 

　
　
　
　

久
慈
銀
山
の
勤
務
時
間
を
知
ら
せ
る
た
め
、
鐘
突
き
常
番
を
置
く

 

　

七
月　

霜
畑
村
に
て
火
事
、
火
元
の
者
五
人
組
預
か
り
と
な
る　
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七
月　

久
慈
銀
山
の
鉱
石
を
差
し
出
す　

　
　
　
　
　

久
慈
銀
山
の
試
し
吹
き　

 

　

八
月　

久
慈
銀
山
の
試
し
吹
き
が
成
功
す
る　

　
　
　
　
　

久
慈
銀
山
下
奉
行
を
任
命
す
る　

　
　
　
　
　

久
慈
百
姓
よ
り
見
分
を
願
い
出
る　

　
　
　
　
　

洪
水
に
て
家
が
流
れ
る　

　
　
　
　
　

繋
・
小
国
村
な
ど
よ
り
、
洪
水
に
て
流
れ
た
家
の
数
を
報
告　

　
　
　
　
　

関
村
ほ
か
山
形
地
方
、
通
行
不
能
と
な
る　

　
　
　
　
　

領
内
の
洪
水
の
被
害
の
調
査
書　

　
　
　
　
　

洪
水
に
て
収
穫
皆
無
と
な
る　

　
　
　
　
　

久
慈
通
な
ど
へ
洪
水
被
害
調
査
の
役
人
を
派
遣　

　
　
　
　
　

洪
水
被
害
の
解
決
を
藩
へ
申
し
出
る　

　
　
　
　
　

繋
・
川
井
村
な
ど
の
洪
水
に
よ
る
被
害
の
状
況

　
　
　
　
　

戸
呂
町
・
日
野
沢
・
荷
軽
部
村
な
ど
の
洪
水
被
害　

 

　

九
月　

洪
水
被
害
を
公
儀
へ
報
告　

　
　
　
　
　

公
儀
へ
提
出
の
洪
水
被
害
報
告
書　

一
万
七
千
余
石
損
耗　

　
　
　
　
　

山
形
通
な
ど
の
洪
水
に
よ
る
検
地・見
分
に
派
遣
さ
れ
る
役
人
及
び
村
割

　
　
　
　

 

検
見
に
代
官
相
役
が
出
役
の
た
め
、
残
り
代
官
一
人
勤
務
と
な
る

　
　
　
　
　

山
形
御
蔵
・
給
所
見
分
帳
を
係
役
人
へ
渡
す　

　
　
　
　
　

山
形
通
の
見
分
終
了
、
見
分
目
録
を
差
し
出
す　

　
　
　
　
　

山
形
通
の
年
貢
引
金
が
決
ま
る　

　
　
　
　
　

久
慈
銀
山
証
文
が
出
る　

 

　

十
月　

山
形
通
の
見
分
に
よ
る
引
金
の
目
録　

 

　
　
　
　

久
慈
百
姓
か
ら
野
馬
御
免
の
願
い
が
出
る
が
、
野
馬
の
飼
料
は
続
け
る

　
　
　
　
　

よ
う
に
と
の
命
令

　
　
　
　
　

久
慈
銀
山
役
人
へ
遺
わ
す
諸
道
具　

　
　

十
月　

洪
水
に
よ
る
困
窮
の
百
姓
、
志
和
へ
移
住
さ
せ
る
と
の
代
官
の
上
申
書　

　
　
　
　
　

久
慈
・軽
米
の
困
窮
の
百
姓
の
離
散
を
食
い
止
め
る
よ
う
に
代
官
へ
指
示

　
　
　
　
　

牛
馬
の
飼
料
皆
無
に
つ
き
、
留
馬
売
却
を
願
い
出
た
が
却
下
さ
れ
る　

　

十
一
月　

荷
軽
部
村
か
ら
火
事
の
報
告
書　

　

十
二
月　

久
慈
銀
山
入
用
の
米
・
味
噌
を
田
家
へ
申
し
つ
け
る　

明
和
元
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
３
４

　

 

正
月　

戸
呂
町
村
な
ど
で
の
猪
討
ち
留
め
の
覚
え　

　

 

　
　
　

小
国
・
霜
畑
村
な
ど
よ
り
、
洪
水
に
よ
る
田
畑
の
検
地
を
願
い
出
る　

　
　
　
　
　

繋
村
よ
り
前
年
の
年
貢
増
加
分
の
御
免
と
検
地
な
し
を
願
い
出
る　

　
　
　
　
　

討
ち
留
め
た
猪
の
数
、
猪
百
疋　

 

　

三
月　

繋
村
な
ど
の
炭
焼
き
人
の
名
簿　

　
　
　
　
　

小
国
村
六
助
へ
猟
師
鑑
札
が
下
り
る　

　
　
　
　
　

関
村
三
五
郎
へ
猟
師
鑑
札
が
下
り
る　

　
　
　
　
　

久
慈
通
な
ど
年
貢
不
納
に
つ
き
、
催
促
日
限
を
申
し
出
る　

 

　

四
月　

久
慈
通
の
検
地
終
了　

　
　
　
　
　

久
慈
銀
山
の
見
分
役
人
を
派
遣　

　
　
　
　
　

繋
村
に
て
火
事
、
三
軒
焼
失　

　
　
　
　
　

荷
軽
部
・
川
井
村
な
ど
の
木
幡
新
蔵
拝
知
、
洪
水
に
て
百
姓
困
窮
に
つ

　
　
　
　
　

き
、
検
地
御
用
捨
の
願
い　

　
　
　
　
　

久
慈
銀
山
を
休
山
と
す
る
。
銀
砂
は
地
頭
吉
六
預
か
り
と
す
る

 
　

五
月　

久
慈
通
の
御
山
礼
銭
上
納
日
限
の
指
示　

　
　
　
　
　

関
・
小
国
地
頭
が
保
管
す
る
久
慈
銀
山
銀
砂
の
番
人
、
御
免
と
な
る　

 

　

六
月　

久
慈
銀
山
の
勘
定

　
　
　
　
　

久
慈
銀
山
金
銭
勘
定
出
来
上
が
る　

　
　
　
　
　

当
年
の
総
馬
改
め
御
免
と
し
、
役
銭
三
十
文
宛
上
納
の
事
と
な
る　

 

　

七
月　

総
馬
改
め
実
施
の
願
い
、
却
下
と
な
る　
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七
月　

久
慈
八
日
町
伝
次
郎
、
久
慈
銀
山
証
文
を
返
却
す
る　

　
　
　
　
　

久
慈
銀
山
経
営
を
申
し
出
る
者
が
あ
っ
た
ら
、
代
官
に
取
り
次
ぐ
こ
と　

　

十
一
月　

久
慈
・
軽
米
百
姓
よ
り
貸
上
金
上
納
延
期
の
願
い
が
却
下
さ
れ
る　

閏
十
二
月　

久
慈
通
な
ど
の
貸
上
金
取
り
立
て
催
促
の
命
令
が
出
る　

明
和
二
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
４
０

 

　

二
月　

久
慈
通
の
検
地
賄
入
方
帳
、
所
在
不
明
と
な
る　

　
　
　
　
　

久
慈
の
野
馬
飼
料
の
村
高
書
き
上
げ
を
提
出
の
こ
と　

　
　
　
　
　

久
慈
名
主
の
作
右
衛
門
な
ど
を
呼
び
寄
せ
る　

 

　

三
月　

久
慈
・
軽
米
通
の
金
目
願
い
を
差
し
出
す　

　
　
　
　
　

川
井
村
に
て
火
事　

 

　

八
月　

久
慈
よ
り
の
総
見
分
願
い
が
却
下
さ
れ
る　

　
　
　
　
　

高
松
寺
よ
り
繋
村
の
強
盗
殺
人
犯
の
妻
子
の
帰
村
願
い
を
出
す　

　
　

十
月　

久
慈
通
の
旱
害
風
害
の
見
分
が
延
期
と
な
る　

　

十
二
月　

戸
呂
町
村
か
ら
買
い
上
げ
の
馬
代
金
、　

代
官
よ
り
上
納
の
指
示　

明
和
三
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 
２
４
２

　
　

三
月　

霜
畑
村
猟
師
三
五
郎
、
熊
一
疋
仕
留
め
る　

　
　

四
月　

久
慈
新
町
と
日
野
沢
村
の
制
札
場
普
請
の
見
積
も
り
を
命
ず
る　

　
　

五
月　

繋
村
な
ど
の
百
姓
か
ら
出
さ
れ
た
籾
拝
借
願
い
が
許
可
と
な
る　

　
　
　
　
　

宿
下
が
り
し
た
霜
畑
村
出
身
の
陸
尺
へ
出
勤
を
督
促
す
る　

　
　
　
　
　

陸
尺
出
勤
延
引
の
理
由
を
尋
ね
る　

　
　

九
月　

久
慈
通
の
年
貢
や
そ
の
他
の
税
金
を
全
部
佐
藤
伝
三
郎
へ
渡
す
こ
と
を

　
　
　
　
　

代
官
へ
命
ず
る　

　

 

十
月　

戸
呂
町
村
な
ど
へ
の
野
馬
冬
飼
料
預
け
の
人
数
書
き
上
げ

　

十
一
月　

米
・
大
豆
・
酒
な
ど
の
相
場
書　

　

十
二
月　

久
慈
よ
り
大
豆
・
蕎
麦
の
積
み
立
て
を
命
じ
た
が
、
大
雪
に
て
蕎
麦
を

　
　
　
　
　

つ
き
兼
ね
、
蕎
麦
の
代
わ
り
に
大
豆
の
石
増
証
文
を
願
い
出
る　

明
和
四
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
４
６　

　

 

二
月　

五
代
官
所
の
総
牛
数
書
き
上
げ　

千
八
百
三
十
一
疋　

　
　
　
　
　

日
野
沢
生
ま
れ
の
者
、
病
身
に
つ
き
お
暇
と
な
る　

　

 

三
月　

関
村
へ
五
万
枚
の
楢
柾
の
確
保
に
つ
き
、
問
い
合
わ
せ　

　
　
　
　
　

五
万
枚
の
楢
柾
の
輸
送
を
船
に
す
る
か
牛
方
に
す
る
か
の
伺
い　

　

 

四
月　

小
国
の
右
衛
門
五
郎
の
開
墾
願
い
が
許
可
と
な
る　

　
　
　
　
　

小
国
村
の
御
用
楢
柾
を
勝
手
に
移
送
し
た
の
で
、
始
末
書
を
出
す　

　
　
　
　
　

小
久
慈
村
・
繋
村
の
下
地
願
い
が
許
可
と
な
る　

　
　
　
　
　

久
慈
百
姓
の
餓
死
者
の
名
簿
、
御
預
稗
の
残
高
報
告
の
指
示　

　

 

五
月　

久
慈
百
姓
の
稗
拝
借
願
い
、
二
割
半
の
利
付
き
で
許
可
と
な
る　

　
　
　
　
　

関
村
の
楢
柾
二
万
五
千
枚
は
湊
ま
で
輸
送
し
、
残
り
柾
は
来
春
ま
で
延

　
　
　
　
　

期
す
る
の
で
、
売
り
払
い
自
由
と
す
る　

　

 

七
月　

軽
米
・
久
慈
通
な
ど
の
総
馬
改
め
、
役
銭
は
一
疋
に
つ
き
三
十
文　

　

 

八
月　

軽
米
・
久
慈
な
ど
へ
無
役
地
・
安
役
地
改
め
役
人
を
派
遣
す
る　

　
　
　
　
　

領
内
の
無
役
地
・
安
役
地
改
め
の
大
図
目
録
が
出
来
る　

　
　
　
　
　

領
内
の
明
屋
敷
開
発
改
め
大
図
書
き
上
げ　

明
和
五
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
５
０

　

 

二
月　

久
慈
代
官
の
内
勘
定
、
山
形
通
は
雪
道
の
た
め
延
引
と
な
る　

　
　
　
　
　

久
慈
な
ど
の
射
留
め
た
猪
・
鹿
の
数　

　
 

四
月　

久
慈
代
官
の
交
代　

　

 
五
月　

貸
上
金
一
石
二
分
に
て
取
り
立
て　

　

 

九
月　

久
慈
・
軽
米
な
ど
の
総
馬
改
め
目
録
が
出
る　

明
和
六
年 
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
５
１

　

 

五
月　

川
井
村
に
て
火
事
、
火
元
縄
下
御
免
と
な
る

　
　
　
　
　

嵯
峨
忠
吉
拝
知
百
姓
、
類
焼
す
る　

　
　
　
　
　

博
労
札
焼
失
の
荷
軽
部
村
弥
助
、
縄
下
と
な
る　
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七
月　

鉄
山
御
用
掛
か
り
を
任
命　

　

 
九
月　

久
慈
通
の
楢
柾
割
職
人
と
船
乗
り
人
が
命
じ
ら
れ
、
川
井
・
荷
軽

　
　
　
　
　

部
・
霜
畑
村
の
者
が
選
ば
れ
る　

　
　
　
　
　

五
代
官
所
へ
大
豆
買
い
上
げ
の
割
り
当
て　

　

十
二
月　

米
・
大
豆
・
酒
類
の
値
段
書　

明
和
七
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
５
２

　

十
一
月　

川
井
村
の
嵯
峨
忠
吉
拝
知
に
て
火
事
、
類
焼
者
な
く
科
料
な
し
と
な
る　

安
永
元
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
５
３

　

 

二
月　

久
慈
代
官
よ
り
申
し
出
の
年
貢
皆
済
手
形
の
記
載
は
従
来
通
り
と
す
る

　

 

三
月　

久
慈
通
百
姓
よ
り
、
三
日
市
太
夫
次
郎
御
祓
取
り
立
て
に
つ
い
て
の
口

　
　
　
　
　

上
書　

　
　
　
　
　

鉄
山
御
用
炭
焼
き
遅
滞
に
つ
き
、
日
野
沢
村
地
頭
長
右
衛
門
・
荷
軽
部

　
　
　
　
　

村
地
頭
久
次
郎
・
川
井
村
地
頭
与
平
次
・
平
次
郎
入
牢
と
な
る　

　

 

六
月　

久
慈
総
馬
改
め
の
日
程　

　

 

九
月　

繋
村
に
て
火
事
、
持
馬
七
疋
怪
我
な
し　

　
　
　
　
　

稲
刈
り
酒
・
新
酒
値
段
書　

安
永
三
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 
２
５
４

　

 

二
月　

久
慈
通
で
討
ち
留
め
た
猪
・
鹿
数
の
報
告　

安
永
四
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
５
４

閏
十
二
月　

領
内
損
毛
を
公
儀
へ
届
け
る　

安
永
五
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
５
５

　

 

三
月　

小
国
村
に
て
火
事
、
馬
一
疋
焼
死
、
類
焼
一
軒　

　

 

　
　
　

小
国
村
火
元
、
手
当
御
免
と
な
る　

　
　
　
　
　

戸
呂
町
・
日
野
沢
・
霜
畑
・
関
・
小
国
村
な
ど
の
博
労
札
免
許
の
人
名　

　

 

六
月　

麻
疹
流
行
に
つ
き
、
久
慈
通
な
ど
へ
祈
祷
札
を
配
布
す
る　

　

 

八
月　

久
慈
通
の
青
立
田
形
見
分
願
い
が
許
可
と
な
る　

　

 

九
月　

新
酒
の
値
段　

　

 

十
月　

関
村
吉
六
な
ど
新
酒
造
り
を
許
可
さ
れ
た
在
酒
屋
の
人
数　

　
　
　
　
　

濁
酒
屋
・
麹
屋
の
許
可
者
を
入
札
に
て
決
め
る　

　

十
一
月　

霜
畑
村
に
て
火
事
、
他
よ
り
預
か
り
の
馬
一
疋
焼
死　

　
　
　
　
　

繋
村
の
者
、
拝
借
稗
の
利
息
を
上
納
す
る　

　

十
二
月　

お
買
い
上
げ
大
豆
の
値
段
を
決
め
る　

　
　
　
　
　

使
用
し
な
い
酒
桶
を
封
印
の
こ
と　

安
永
七
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
５
７

　

 

正
月　

久
慈
な
ど
の
代
官
交
代　

　

 

　
　
　

五
代
官
所
の
欠
落
者
の
始
末
書
を
書
き
上
げ
る　

　
　
　
　
　

久
慈
通
な
ど
の
揚
地
高
書
き
上
げ　

　

 

五
月　

小
国
村
の
猟
師
円
之
助
、
小
熊
の
胆
・
皮
を
上
納
す
る　

　
　
　
　
　

久
慈
通
な
ど
の
濁
酒
屋
・
麹
屋
の
六
月
割
合
の
礼
金

　
　
　
　
　

法
霊
に
て
雨
乞
い
御
祈
祷　

　

閏
七
月　

久
慈
鉛
山
見
分
役
人
の
派
遣　

　

 

九
月　

天
候
不
順
に
よ
る
損
毛
高
の
書
き
上
げ　

　

 

十
月　

久
慈
の
猪
・
鹿
狩
り
留
め
御
用
の
代
官
任
命　

安
永
八
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
６
０

　
 

三
月　

久
慈
の
猪
・
鹿
討
ち
留
め
の
者
へ
褒
美
を
下
さ
れ
る　

　
　
　
　
　

稗
の
百
姓
へ
貸
し
付
け
分
と
蔵
預
か
り
の
石
数
書
き
上
げ　

　

 
七
月　

久
慈
・
軽
米
の
総
馬
数　

 

　

八
月　

参
宮
帰
り
の
川
井
村
嵯
峨
万
治
拝
知
の
者
、
所
払
御
免
を
願
い
出
る　

　

十
一
月　

小
国
村
伝
馬
な
ど
で
難
渋
に
つ
き
、
以
前
の
金
目
に
て
三
ヶ
年
上
納
の

　
　
　
　
　

こ
と

　
　
　
　
　

久
慈
・
軽
米
通
な
ど
の
鹿
狩
り
の
日
程
が
決
ま
る　
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天
明
元
年 
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
６
１

　

 

三
月　

小
国
村
に
て
火
事
、
馬
八
疋
の
う
ち
二
疋
焼
死　

　

 

五
月　

戸
呂
町
村
の
者
な
ど
、
狼
を
討
ち
留
め
る　

　

 

八
月　

久
慈
・
軽
米
回
馬
の
書
き
上
げ　

　

十
二
月　

小
国
村
百
姓
よ
り
、
遠
別
山
の
隠
鉄
吹
き
小
屋
を
焼
き
払
っ
た
と
の
口

　
　
　
　
　

上
書
を
提
出　

天
明
二
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
６
３

　

 

二
月　

高
掛
一
石
に
付
き
二
百
文
の
貸
し
上
げ　

　
　
　
　
　

宗
権
右
衛
門
、
久
慈
代
官
御
免　

　
　
　
　
　

関
村
の
者
な
ど
、
城
中
の
御
手
回
り
に
見
抜
き
さ
れ
る　

　

 

六
月　

久
慈・軽
米
な
ど
の
総
馬
改
め
寄
せ
場
を
削
減
、関
村
の
寄
せ
場
を
設
置

　

 

七
月　

久
慈
・
軽
米
通
の
総
馬
数
書
き
上
げ　

九
千
七
百
八
疋　

　
　
　
　
　

戸
呂
町
の
太
郎
、
猟
師
願
い
が
許
可
と
な
る　

 

　

九
月　

久
慈
三
日
町
、
川
欠
普
請
を
願
い
出
る
。
関
な
ど
よ
り
の
加
勢
は
認
め
ず
、

　
　
　
　
　

村
切
普
請
と
な
る　

 

　

十
月　

不
作
に
つ
き
、
大
豆
等
他
領
出
し
禁
止
を
代
官
へ
命
ず
る　

　
　
　
　
　

蚕
種
は
伊
達
領
の
も
の
を
使
用
し
、
蚕
飼
は
江
刈
・
葛
巻
・
久
慈
通
ば

　
　
　
　
　

か
り
に
伝
授
す
る
こ
と
を
通
達　

　
　
　
　
　

小
国
村
に
て
火
事　

天
明
三
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
６
５

 

　

二
月　

博
打
の
宿
を
禁
止
す
る　

 

　

三
月　

久
慈
通
検
地
役
人
、
出
立
す
る　

　
　
　
　
　

日
野
沢
村
打
ち
直
し
検
地
に
つ
き
、検
地
役
人
賄
代
を
半
分
給
付
と
す
る

 

　

四
月　

久
慈
通
の
検
地
終
了

 

　

六
月　

小
国
村
の
金
目
、
従
来
通
り
と
す
る　

 

　

八
月　

五
代
官
へ
穀
物
他
領
出
し
禁
止
令
を
再
び
出
す　
　

　
　

八
月　

久
慈
百
姓
よ
り
、
悪
天
候
の
た
め
諏
訪
明
神
に
て
祈
祷
を
願
い
出
る

　
　
　
　
　

費
用
は
高
一
石
に
つ
き
三
文
の
取
り
立
て
と
す
る　

　
　
　
　
　

当
年
凶
作
に
つ
き
、
八
戸
御
町
三
店
外
二
店
に
穀
物
買
い
入
れ
を
命
じ

　
　
　
　
　

た
が
不
足
、
在
々
の
重
立
も
他
所
よ
り
買
い
入
れ
す
る
よ
う
代
官
へ
命

 
 
 
 
 

ず
る　

 

　

九
月　

関
村
伝
馬
所
、
人
夫
二
人
減
ら
さ
れ
る　

 

　

十
月　

餓
死
人
、
村
方
よ
り
報
告
の
こ
と　

　
　
　
　
　

久
慈
通
よ
り
山
形
通
は
種
子
皆
無
に
つ
き
年
貢
引
金
を
願
う
。
明
細
書

　
　
　
　
　

作
成
を
指
示　

　
　
　
　
　

久
慈
小
八
郎
、
八
日
町
重
三
郎
を
付
き
添
い
に
秋
田
米
仕
入
れ
に
出
立　

　
　
　
　
　

す
る　

　
　
　
　
　

凶
作
損
毛
高
の
書
き
上
げ　

　

十
一
月　

戸
呂
町
村
の
者
、
他
所
へ
出
稼
ぎ
に
出
る　

　
　
　
　
　

当
年
稲
作
皆
無
な
が
ら
、
米
の
種
籾
は
な
る
べ
く
土
地
の
も
の
を
使
用

　
　
　
　
　

す
る
こ
と　

　

十
二
月　

日
野
沢
村
の
佐
藤
求
馬
拝
知
に
て
火
事　

天
明
四
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
６
８

　

閏
正
月　

強
盗
の
頻
発
に
よ
り
、
久
慈
代
官
所
に
て
役
人
は
鉄
砲
持
参
で
詰
め
る　

　
　
　
　
　

小
国
村
に
て
火
事
、
馬
四
疋
焼
死　

　
　
　
　
　

繋
村
に
て
火
事　

　
　
　
　
　

繋
村
の
者
、
永
久
追
放
と
な
る　

　
　
　
　
　

繋
村
の
者
へ
盗
ま
れ
た
品
を
返
却
す
る　

 

　

二
月　

川
井
村
に
て
火
事　

 

　

四
月　

川
井
村
に
て
火
事　

 

　
　
　
　

関
村
の
者
、
夜
盗
を
し
永
久
追
放
と
な
る　

　
　
　
　
　

犯
人
取
り
逃
が
し
の
生
助
に
手
錠
、
三
日
後
御
免
と
な
る　
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四
月　

戸
呂
町
村
に
て
火
事
、
持
馬
九
疋
に
怪
我
な
し　

　
　

五
月　

荷
軽
部
村
佐
藤
弁
右
衛
門
拝
知
に
て
火
事
、
火
元
三
人
焼
死
、
馬
六
疋

　
　
　
　
　

焼
死
、
他
に
四
軒
類
焼
、
馬
七
疋
焼
死
、
火
元
は
手
当
を
申
し
つ
け
ら

 
 
 
 
 

れ
る　

　
　
　
　
　

川
井
村
嵯
峨
志
津
摩
拝
知
に
て
死
絶
の
空
き
家
火
事　

　

 

七
月　

疫
病
流
行
に
つ
き
、
御
祈
祷
札
を
領
内
へ
配
布　

　
　
　
　
　

繋
村
に
て
火
事　

　
　
　
　
　

百
姓
へ
御
助
穀
を
給
付
さ
れ
る
。
移
入
し
た
大
豆
と
大
麦
を
配
布
す
る

　
　
　
　
　

の
で
、
山
形
通
は
久
慈
三
日
町
よ
り
運
送
す
る
よ
う
に
通
達
さ
れ
る　

天
明
五
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
７
１

　

 

四
月　

野
田
村
の
者
、
小
国
村
へ
転
居
を
願
い
出
る　

 

　

六
月　

川
井
村
の
者
、
平
庭
の
空
き
地
の
開
墾
を
願
い
出
る
。
一
里
状
持
が
雪

　
　
　
　
　

中
に
て
迷
惑
の
た
め　

 

　

七
月　

久
慈
・
軽
米
の
総
馬
数　

五
千
百
八
十
六
疋　

 

　

八
月　

久
慈
代
官
よ
り
、大
風
雨
に
よ
り
田
稗
収
穫
心
許
な
く
な
る
と
の
申
し
出

　
　
　
　
　

大
風
雨
に
よ
る
久
慈
通
の
洪
水
始
末
書

　
　
　
　
　

繋
村
・
川
井
村
被
害

　
　
　
　
　

荷
軽
部
村
・
日
野
沢
村
・
戸
呂
町
村
被
害

　
　
　
　
　

霜
畑
村
・
小
国
村
被
害　

 

　

九
月　

久
慈
通
水
害
報
告　

　
　
　
　
　

五
代
官
所
の
不
仕
付
と
な
っ
た
田
畑
の
書
き
上
げ　

　

十
一
月　

酒
の
値
段　

天
明
七
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
７
４

　

 

五
月　

軽
米・久
慈
通
な
ど
の
馬
数
を
調
査
し
馬
役
銭
取
立
通
帳
を
役
人
へ
渡
す

　
　
　
　
　

久
慈
通
・
山
形
通
の
洪
水
被
害
調
査
書

寛
政
二
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
７
５

　

 

五
月　

荒
田
地
の
開
発
係
勤
方
の
伺
い
書　

寛
政
三
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
７
６

　

 

四
月　

霜
畑
の
徳
兵
衛
、
神
職
と
な
る　

　

 

九
月　

川
井
村
の
夫
婦
欠
落　

寛
政
四
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
７
７

　

 

正
月　

小
国
村
に
て
火
事　

　

 

三
月　

繋
村
の
佐
藤
弁
右
衛
門
拝
知
に
て
火
事　

　
　
　
　
　

日
野
沢
村
の
中
里
与
右
衛
門
拝
知
に
て
火
事　

　
　
　
　
　

十
四
日
大
風
の
中
、
山
焼
き
に
よ
り
一
軒
焼
失　

　
　
　
　
　

関
村
に
て
大
火
、
山
焼
き
に
よ
り
二
十
五
軒
焼
失　

　
　
　
　
　

荷
軽
部
村
来
内
佐
藤
弁
右
衛
門
拝
知
に
て
火
事
、山
焼
き
よ
り
三
軒
焼
失　

　
　
　

 

　

山
焼
き
に
よ
る
焼
失
の
者
へ
稗
・
味
噌
を
貸
し
付
け
る　

 

　
　
　
　

荷
軽
部
村
に
て
山
焼
き
に
よ
り
火
事

 

　

四
月　

関
村
全
村
二
十
五
軒
焼
失
、
高
礼
も
焼
失
し
た
が
咎
め
な
し　

 

　

七
月　

久
慈
・
軽
米
通
な
ど
の
領
内
総
馬
数　

七
千
五
百
五
十
六
疋　

　
　
　
　
　

大
雨
洪
水
の
被
害
、
代
官
・
名
主
よ
り
書
き
上
げ
て
提
出　

 

　

八
月　

関
村
の
御
制
札
場
焼
失
、
新
規
普
請
費
用
は
郷
中
負
担
と
な
る　

　
　
　
　
　

領
内
の
宗
門
改
め
人
数　

四
万
四
千
九
百
十
九
人　

 
　

九
月　

稲
刈
り
酒
値
段
を
決
め
る
。
久
慈
・
軽
米
は
四
文
増
し　

 
　
　
　
　

火
事
被
害
の
あ
っ
た
関
村
吉
六
へ
舫
所
よ
り
五
十
貫
文
貸
し
付
け
る　

　

十
二
月　

焼
失
の
高
札
が
出
来
上
が
る　

寛
政
五
年 
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
８
３

　

 

正
月　

日
野
沢
村
に
て
失
火
、
馬
二
疋
焼
死　

　

 

三
月　

久
慈
通
の
川
欠
御
検
地
願
い
高　

 

　

十
月　

酒
値
段
が
決
ま
る　
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十
月　

昨
年
野
火
に
て
類
焼
の
者
二
十
五
人
、
稗
代
上
納
延
期
を
願
い
出
る　

寛
政
六
年 
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
８
４

 

　

三
月　

五
代
官
所
よ
り
の
御
囲
い
稗
拝
借
願
い
が
許
可
と
な
る　

 

　

七
月　

大
野
役
所
の
許
可
判
紙
の
な
い
鋤
・
鍬
な
ど
の
鉄
類
売
買
禁
止　

　

十
一
月　

買
い
上
げ
大
豆
不
足
に
つ
き
、
百
姓
所
持
の
石
数
を
改
め
る　

閏
十
一
月　

日
野
沢
の
者
、
田
屋
へ
召
喚
後
に
入
牢
、
賄
は
組
賄
と
な
る　

　

十
二
月　

入
牢
者
の
賄
、
村
方
賄
と
す
る　

　
　
　
　
　

久
慈
・
軽
米
通
百
姓
お
救
い
の
御
用
金
上
納
の
者
に
、
お
吸
物
・
酒
が

　
　
　
　
　

出
る

　
　
　
　
　

日
野
沢
の
者
、
出
牢
と
な
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寛
政
七
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
８
５

 

　

正
月　

久
慈・軽
米
通
牛
方
、他
所
出
稼
ぎ
の
節
は
願
い
出
る
よ
う
に
と
の
指
示

 

　

二
月　

久
慈
通
の
天
明
の
未
納
金
の
年
譜
金
を
延
期
願
う

　
　
　
　
　

久
慈
代
官
の
年
貢
金
・
諸
出
金
取
り
立
て
勘
定　

　
　
　
　
　

久
慈
の
川
欠
検
地
帳
が
出
来
る　

 

　

四
月　

久
慈
通
の
洪
水
被
害
調
べ
が
出
来
る　

 

　

六
月　

久
慈
百
姓
よ
り
諏
訪
明
神
に
て
風
祭
の
祈
祷
を
願
い
出
る　

　
　
　
　
　

久
慈
・
軽
米
通
の
総
馬
改
め　
　

 

　

八
月　

戸
呂
町
の
者
、
再
び
御
馬
口
取
と
な
る　

 

　

九
月　

久
慈
・
軽
米
通
の
虫
荒
れ
霜
焼
け
見
分
終
了　

　

十
二
月　

陸
尺
・
箱
持
に
選
ば
れ
た
者
の
名
簿　

　
　
　
　
　

久
慈
百
姓
騒
動
へ
の
対
応
の
伺
い
・
並
び
に
百
姓
願
い
へ
の
回
答　
　
　

寛
政
八
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
８
８

 

　

七
月　

久
慈
・
軽
米
通
の
総
馬
改
め　

七
千
四
百
十
四
疋

寛
政
九
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
８
９

 

　

四
月　

霜
畑
村
の
者
欠
落　

 

　

五
月　

川
井
村
佐
藤
弁
右
衛
門
拝
地
の
者
、
欠
落　

 

　

六
月　

作
物
虫
害
に
つ
き
、
豊
山
寺
の
祈
祷
守
札
を
領
内
に
配
布　

 

　

七
月　

川
井
村
石
橋
加
治
馬
拝
知
に
て
火
事　

　
　
　
　
　

川
井
村
佐
藤
弁
右
衛
門
拝
知
に
て
火
事　

　

十
一
月　

川
井
山
鉄
山
の
見
立
て
を
願
い
出
る　

享
和
元
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
９
０

　

 

三
月　

荷
軽
部
村
木
幡
清
兵
衛
拝
知
の
者
、
欠
落　

享
和
二
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
９
０

 

　

六
月　

川
井
村
木
幡
清
兵
衛
拝
知
の
者
、
欠
落　

 

　

八
月　

荷
軽
部
村
佐
藤
弁
右
衛
門
拝
知
の
欠
落
の
者
が
立
ち
帰
り
、
所
払
い
御

　
　
　
　
　

免
と
な
る　

享
和
三
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
９
１

 

　

六
月　

荷
軽
部
村
佐
藤
弁
右
衛
門
拝
知
に
て
火
事

　
　
　
　
　

繋
村
佐
藤
弁
右
衛
門
拝
知
に
て
火
事　

文
化
元
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
９
１

 

　

二
月　

川
井
村
の
者
呼
び
出
し
に
応
ぜ
ず
、
再
度
呼
び
出
し
に
な
る　

　

 

五
月　

川
井
村
の
者
な
ど
鉄
山
御
礼
金
の
上
納
延
引
に
つ
き
、
再
々
度
呼
び
出

　
　
　
　
　

し
に
な
る　
　

　
　
　
　
　

繋
・
戸
呂
町
村
の
猟
師
、
鉄
砲
を
新
品
と
取
り
替
え
る
よ
う
願
い
許
可

 
 
 
 
 

と
な
る

　

 
七
月　

繋
村
に
て
火
事　

　
　
　
　
　

川
井
村
の
者
、
御
用
済
み
に
て
帰
村　

　
　
　
　
　

五
代
官
総
馬
改
め　

　
　
　
　
　

馬
役
銭
一
疋
二
百
文
増
で
取
り
立
て
る　

　
　
　
　
　

久
慈
通
な
ど
の
馬
改
め
日
程
が
決
ま
る　

　
　
　
　
　

日
野
沢
村
辰
之
助
・
戸
呂
町
村
源
助
へ
猟
師
鑑
札
が
出
る
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八
月　

久
慈
代
官
の
郷
村
回
り
を
実
施　

　
　
　
　
　

関
村
吉
六
、
酒
造
再
開
が
許
可
と
な
る　

　

 

九
月　

五
代
官
所
、
大
豆
不
作
に
つ
き
見
分
を
願
い
出
る　

　
　
　
　
　

見
分
の
村
割
に
派
遣
す
る
役
人　

　
　
　
　
　

五
代
官
所
の
鹿
お
ど
し
鉄
砲
数
を
報
告　

　

 

十
月　

大
豆
不
作
に
付
き
、
馬
飼
料
の
大
豆
も
上
納
御
免
願
い　

　

十
一
月　

大
豆
不
作
に
つ
き
、一
石
五
百
文
の
貸
上
金
御
免
の
願
い
が
却
下
さ
れ
る

　
　
　
　
　

高
一
石
に
つ
き
二
升
の
大
豆
上
納
、
当
年
ば
か
り
御
免
と
な
る　

　

十
二
月　

戸
呂
町
村
の
丑
松
の
猟
師
鑑
札
、
願
い
の
通
り
出
る　

　
　
　
　
　

酒
升
の
規
格
が
改
正
さ
れ
る　

文
化
二
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
９
４

　

 

正
月　

日
野
沢
村
の
喜
之
助
、
期
限
に
つ
き
焔
硝
煎
証
文
を
返
上
す
る　

　

 

二
月　

川
井
村
喜
右
衛
門
、
二
ケ
年
の
年
限
で
焔
硝
煎
を
許
可
さ
れ
る　

　
　
　
　
　

日
野
沢
村
の
喜
之
助
、
五
ヶ
年
の
年
限
で
焔
硝
煎
を
許
可
さ
れ
る　

　

 

五
月　

久
慈
通
は
近
年
洪
水
が
多
い
た
め
、
川
欠
検
地
を
願
い
出
る　

　

 

八
月　

牛
馬・山
役
の
倍
増
御
免
願
い
が
却
下
さ
れ
、九
月
上
納
を
命
ぜ
ら
れ
る

　
　
　
　
　

久
慈
・
軽
米
通
は
川
欠
検
地
調
査
書
を
提
出
、
当
番
役
人
御
免
と
な
る　

　
　
　
　
　

戸
呂
町
儀
助
が
庄
内
の
者
と
漆
商
売
の
た
め
、漆
か
き
許
可
願
い
を
出
す

 
 

九
月　

稲
刈
り
酒
値
段
が
決
ま
る
。
久
慈
・
軽
米
通
は
一
文
増
し　

　
　
　
　
　

久
慈
通
へ
川
欠
検
分
の
役
人
を
派
遣　

　
　
　
　
　

戸
呂
町
村
猟
師
時
太
、
病
死
に
つ
き
鑑
札
を
返
上
す
る　

　

十
一
月　

猟
師
時
太
の
鉄
砲
は
、
自
分
で
調
え
た
も
の
な
の
で
代
金
を
下
さ
れ
る　

　
　
　
　
　

久
慈
通
の
川
欠
検
地
終
了
に
よ
り
、
新
小
高
帳
を
代
官
へ
渡
す

　
　
　
　
　

関
村
出
の
陸
尺
の
者
、
暇
を
願
う
が
宿
下
が
り
に
て
勤
仕
と
な
る　

　
　
　
　
　

関
村
長
内
忠
太
郎
拝
知
の
者
、
陸
尺
雇
い
で
呼
び
出
し　

　

十
二
月　

祖
母
快
気
ま
で
呼
び
出
し
を
延
期　

文
化
三
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
９
７

　

 

八
月　

久
慈
通
百
姓
、
九
月
金
延
納
願
い
を
却
下
さ
れ
る　

文
化
四
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

２
９
７

　

 

正
月　

五
代
官
所
の
各
村
に
て
鹿
狩
り
の
命
令

　
　
　
　
　

各
村
よ
り
十
五
歳
か
ら
六
十
歳
ま
で
出
役　

　
　
　
　
　

鹿
狩
り
を
し
な
い
村
方
は
吟
味
を
受
け
る　

　

 

　
　
　

小
国
村
に
て
火
事
、
馬
二
疋
焼
死　

　

 

二
月　

川
井
村
の
喜
右
衛
門
、
年
限
に
つ
き
焔
硝
煎
証
文
を
返
上　

　

 

四
月　

戸
呂
町
出
の
掃
除
坊
主
へ
親
が
病
身
の
た
め
暇
を
く
れ
る　

　
　
　
　
　

戸
呂
町
村
惣
五
郎
、
引
酒
証
文
を
返
上　

　

 

五
月　

川
井
村
の
長
助
、
焔
硝
煎
三
ヶ
年
の
年
限
で
許
可
さ
れ
る　

　

 

六
月　

大
野
の
春
松
・
川
井
の
長
助
、
下
御
台
所
前
で
焔
硝
を
精
製
す
る　

　
　
　
　
　

焔
硝
精
製
の
者
へ
褒
美
が
出
る　

　

 

七
月　

小
国
村
出
の
者
、
陸
尺
と
な
る　

　

十
二
月　

手
回
の
小
国
村
の
者
へ
給
与
三
貫
文
出
る　

　ト
ピ
ッ
ク
ス

　
　遠
部
地
（
遠
別
）
山
の
椈
林
と
紺
屋
灰

　
　飢
饉
（
け
か
じ
）
に
苦
し
む
人
々

　
　一
夜
に
三
十
軒
流
さ
れ
た
大
洪
水

　
　小
国
の
親
孝
行

　
　鉄
山
支
配
人

文
化
五
年 
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
１
０

　

 

二
月　

繋
村
・
戸
呂
町
村
・
霜
畑
村
な
ど
の
猟
師
四
人
、
鑑
札
・
鉄
砲
を
返
納　

　
　
　
　
　

不
作
に
つ
き
天
明
の
未
納
金
延
納
願
い
が
許
可
と
な
る　



目　次

3 3

　

 
三
月　

繋
村
の
万
之
助
、
猟
師
御
免
に
つ
き
鉄
砲
を
返
納　

　
　
　
　
　

一
石
三
百
文
の
貸
上
金
不
納
分
、
来
月
七
日
迄
取
り
立
て
と
な
る　

 

　

四
月　

戸
呂
町
孫
助
、
馬
の
口
取
小
頭
と
な
る　

 

　

五
月　

戸
呂
町
の
者
ら
三
人
、
出
頭
を
命
ぜ
ら
れ
る　

 

　

七
月　

繋
村
の
者
た
ち
、
城
中
勤
仕
の
た
め
選
抜
さ
れ
る　

　
　
　
　
　

取
り
調
べ
を
受
け
た
川
井
村
の
者
、
帰
村
が
許
さ
れ
る　

 

　

八
月　

岡
堀
村
の
者
、
家
屋
敷
闕
所
と
な
る　

　
　
　
　
　

戸
呂
町
村
の
者
、
孫
十
郎
の
隠
炉
の
計
画
に
加
担
し
た
の
で
、
罰
金
を

　
　
　
　
　

科
せ
ら
れ
る　

　
　
　
　
　

川
井
村
の
者
、
他
行
外
出
勝
手
次
第
と
な
る　

　
　
　
　
　

岡
堀
村
の
者
、
財
産
を
掫
り
に
か
け
ら
れ
る　

 

　

九
月　

大
豆
不
作
に
つ
き
、
乗
回
り
見
分
役
人
を
派
遣　

　

十
二
月　

小
国
・
霜
畑
村
大
豆
不
作
に
て
引
高

　
　
　
　
　

隠
密
買
牛
の
禁
止
を
代
官
へ
申
達
す　

文
化
六
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 
３
１
２

 

　

五
月　

小
国
村
の
者
欠
落

 

　

六
月　

小
国
村
に
て
火
事　

　
　
　
　
　

小
国
村
の
猟
師
辰
之
助
、
火
事
に
よ
り
鑑
札
を
焼
失
、
縄
下
三
日
と　
　

　
　
　

な
る　

　

 

十
月　

川
井
村
木
幡
清
兵
衛
拝
知
に
て
火
事
、
馬
一
疋
焼
死　

　

十
一
月　

繋
村
の
下
地
頭
久
之
丞
死
亡
に
つ
き
、
兼
松
を
跡
役
に
任
命　

　

十
二
月　

川
井
村
長
助
・
日
野
沢
村
喜
之
助
、
焔
硝
煎
年
限
に
つ
き
証
文
を
返
上　

文
化
七
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
１
３

　

 

三
月　

日
野
沢
村
庄
之
助
、
焔
硝
煎
を
願
い
出
る　

　
　
　
　
　

小
国
村
に
て
火
事　

　
　
　
　
　

火
元
の
三
五
郎
、
手
鎖
三
日
と
な
る　

 

　

六
月　

座
頭
総
禄
久
慈
通
回
村
に
つ
き
、
伝
馬
を
差
し
出
す　

 

　

七
月　

川
井
村
の
尋
問
あ
る
者
に
対
し
て
組
頭
へ
指
図
あ
り　

　
　
　
　
　

関
村
の
酒
屋
吉
六
、
酒
造
金
の
延
納
願
い　

 

　

九
月　

日
野
沢
村
長
内
忠
太
郎
拝
知
に
て
火
事　

 

　

十
月　

山
形
村
長
右
衛
門
、
引
酒
屋
証
文
返
上　

　

十
一
月　

川
井
村
嵯
峨
要
馬
拝
知
に
て
火
事

　

十
二
月　

日
野
沢
村
庄
之
助
、
焔
硝
煎
の
採
算
が
と
れ
ず
証
文
を
返
上　

文
化
八
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
１
５

 

　

二
月　

繋
村
六
之
助
な
ど
の
新
鍛
冶
へ
鑑
札
が
出
る　

　
　
　
　
　

久
慈
百
姓
の
天
明
の
年
貢
未
納
金
、
勘
定
後
ま
で
延
期
さ
れ
る　

　

閏
二
月　

日
野
沢
村
長
之
助
、
焔
硝
御
礼
運
上
、
五
ヶ
年
願
い
出
る　

 

　

三
月　

川
井
村
に
て
火
事　

　
　
　
　
　

江
戸
屋
敷
類
焼
の
手
伝
い
金
上
納
願
い　

 

　

四
月　

久
慈
三
日
町
裏
の
川
除
普
請
へ
戸
呂
町
・
日
野
沢
な
ど
の
村
々
か
ら
加

　
　
　
　
　

勢
人
足
出
動
の
願
い　

　

 

　
　
　

関
村
吉
六
ら
に
紫
根
買
い
入
れ
方
を
命
ず
る

　
　
　
　
　

川
井
村
よ
り
欠
落　

 

　

五
月　

霜
畑
村
よ
り
欠
落

　
　
　
　
　

小
国
村
よ
り
欠
落　

　
　
　
　
　

伊
達
領
の
者
、
葛
巻
村
周
辺
の
村
々
に
蚕
飼
い
を
依
頼

　
　
　
　
　

牛
馬
役
・
山
役
銭
、
当
年
よ
り
三
ヶ
月
倍
増
と
な
る　

 

　

七
月　

江
戸
上
屋
敷
普
請
費
用
を
百
姓
に
割
り
当
て
る　

 

　

八
月　

久
慈
・
軽
米
の
総
馬
数
の
書
き
上
げ　

八
千
七
百
六
十
三
疋　

文
化
九
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
１
９

 

　

三
月　

関
村
に
て
火
事　

 

　

六
月　

小
国
乙
名
又
五
郎
な
ど
を
呼
び
出
し　
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六
月　

小
国
村
冨
右
衛
門
、
縄
下
御
免
と
な
る　

 

　

七
月　

小
国
村
の
者
な
ど
入
牢　

 

　

八
月　

小
国
村
山
守
清
五
郎
・
小
国
村
乙
名
又
五
郎
・
助
十
郎
・
岩
、
牢
舎
御

　
　
　
　
　

免
と
な
る　

　
　
　
　
　

小
国
村
名
主
嘉
右
衛
門
、
戸
〆
を
命
じ
ら
れ
る　

　

十
一
月　

寒
造
酒
の
値
段　

文
化
十
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
２
０

　

 

二
月　

繋
村
の
弥
惣
へ
猟
師
鑑
札
が
許
可
と
な
る　

　

 

四
月　

霜
畑
村
の
者
欠
落　

　
　
　
　
　

関
村
一
里
番
の
御
用
繁
多
に
つ
き
、
市
右
衛
門
に
も
勤
め
を
依
頼
す
る　

　

 

六
月　

関
村
の
地
頭
役
三
年
代
わ
り
の
願
い
、
不
届
き
に
つ
き
関
係
者
六
人
三　

　
　
　
　
　

日
間
の
手
鎖
と
な
る　

　

 

七
月　

繋
村
石
橋
源
五
郎
拝
知
に
て
火
事　

　

 

　
　
　

小
国
村
冨
右
衛
門
、
五
太
力
船
を
雇
い
、
銚
子
へ
材
木
積
回
り
商
売
を

　
　
　
　
　

願
い
出
る

　
　
　
　
　

気
候
不
良
に
よ
り
、
大
豆
を
除
い
た
雑
穀
の
積
み
出
し
禁
止　

　

 

十
月　

関
村
吉
六
ら
、
濁
酒
商
売
願
い
を
却
下
さ
れ
る　

　

十
一
月　

一
石
三
百
文
の
貸
上
金
上
納
九
月
割
か
ら
暮
ま
で
御
免
、
馬
大
豆
は
一

　
　
　
　
　

升
御
免
と
な
る　

　
　
　
　
　

関
村
吉
六
ら
、
酒
造
休
業
に
つ
き
酒
道
具
を
封
印
さ
れ
る　

　
　
　
　
　

繋
村
出
の
箱
持
ち
岩
松
、
暇
願
い
が
却
下
と
な
る　

閏
十
一
月　

繋
村
の
者
ら
の
御
用
選
抜
の
名
簿　

　

十
二
月　

小
国
村
の
不
行
跡
の
者
へ
、
代
官
の
権
限
で
処
罰
の
こ
と　

文
化
十
一
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
２
４

　

 

二
月　

小
国
村
清
五
郎
、
孝
行
者
に
て
褒
美
を
下
さ
れ
る　

　

 

七
月　

小
国
村
に
て
火
事　

文
化
十
二
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
２
４

　

 

三
月　

五
代
官
所
給
所
の
植
付
高
、今
年
よ
り
一
石
三
百
文
の
貸
上
金
を
命
ず
る

　
　
　
　
　

小
国
村
に
て
火
事
、
八
軒
焼
失　

　

 

五
月　

関
村
の
者
、
入
牢　

　

 

六
月　

沢
山
村
の
者
へ
出
頭
命
令　

　

十
二
月　

日
野
沢
村
長
之
助
、
焔
硝
煎
証
文
を
年
限
に
つ
き
返
上　

文
化
十
三
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
２
６

　

 

五
月　

関
村
の
者
へ
出
頭
命
令　

　
　
　
　
　

升
の
規
格
を
丸
升
か
ら
角
升
へ
と
変
更
す
る　

　
　
　
　
　

関
村
の
者
欠
落　

　

 

六
月　

小
国
村
猟
師
円
之
助
、
拝
借
鉄
砲
が
傷
み
使
用
で
き
ず
、
取
り
替
え
を　

　
　
　
　
　

願
い
出
る　

　
　
　
　
　

古
鉄
砲
取
り
替
え
願
い
が
許
可
と
な
る　

　

 

八
月　

小
国
村
に
て
火
事　

　

 

十
月　

久
慈
通
の
買
上
げ
大
豆
受
け
取
り
人
及
び
地
域
割
り　

文
政
元
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
２
９

　

 

八
月　

霜
畑
・
小
国
村
、
旱
損
で
難
渋
に
つ
き
検
分
を
願
う　

　

 

九
月　

川
井
村
の
嵯
峨
要
馬
拝
知
に
て
火
事　

文
政
二
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
２
９

　
 

三
月　

煙
硝
煎
方
に
小
田
村
忠
平
が
な
る
。
日
野
沢
村
長
之
助
は
証
文
を
返
上

　
　
　
　
　

す
る

　

 
五
月　

関
の
制
札
場
大
破
に
よ
り
普
請
願
い　

　
　
　
　
　

荷
軽
部
村
木
幡
文
内
拝
知
に
て
火
事
、
持
馬
二
疋
、
持
牛
四
疋　

　

 

八
月　

関
村
出
の
箱
持
ち
の
者
、
暇
を
願
い
出
る　

　

十
二
月　

霜
畑
村
に
て
火
事　

　
　
　
　
　

日
野
沢
村
に
て
火
事　
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文
政
三
年 
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
３
１

 

　

二
月　

谷
地
の
庄
之
助
、
大
工
鑑
札
を
返
上
す
る　

 

　

四
月　

繋
村
に
て
火
事
、
冬
囲
い
の
牛
八
疋
焼
死　

　
　
　
　
　

佐
藤
進
拝
知
百
姓
、
類
焼　

 

　

五
月　

田
地
・
家
屋
敷
を
所
持
し
な
い
霜
畑
の
者
、
軽
米
郷
へ
転
居　

 

　

六
月　

久
慈
・
軽
米
百
姓
よ
り
、法
霊
・
神
明
社
に
て
日
和
乞
祈
祷
を
願
い
出
る　

 

　

十
月　

荷
軽
部
村
に
て
火
事　

　
　
　
　
　

関
村
の
者
、
部
屋
入
り
の
出
頭
命
令　

　

十
一
月　

小
国
村
に
て
火
事　

　
　
　
　
　

米
・
酒
の
相
場　

文
政
四
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
３
３

 

　

四
月　

霜
畑
村
に
て
火
事　

 

　

八
月　

小
国
村
に
て
火
事　

文
政
五
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
３
４

　

閏
正
月　

繋
村
に
て
火
事
、
預
か
り
の
馬
が
焼
死
す
る　

 

　

二
月　

小
国
村
の
者
へ
出
頭
命
令
が
出
る　

 

　

三
月　

戸
呂
町
村
石
橋
源
五
郎
拝
知
に
て
火
事　

 

　

七
月　

久
慈
通
百
姓
よ
り
の
馬
役
銭
の
残
金
、
九
月
ま
で
延
納
願
い
に
許
可
が

　
　
　
　
　

出
る　

 

　

八
月　

養
蚕
種
、
盛
岡
近
江
屋
へ
一
手
配
布
を
願
い
出
る

　
　
　
　
　

関
・
川
井
・
日
野
沢
付
近
は
養
蚕
に
よ
り
利
益
が
上
が
る
と
言
上

文
政
六
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
３
７

 

　

二
月　

久
慈
通
未
進
上
納
金
の
延
納
願
い
、
許
可
と
な
る　

 

　

三
月　

戸
呂
町
村
中
里
杢
人
拝
知
に
て
山
火
事
、
家
焼
失　

 

　

九
月　

霜
畑
村
に
て
火
事　

　
　
　
　
　

関
村
酒
屋
吉
六
よ
り
造
酒
の
分
一
金
御
免
の
願
い　

 

　
　
　
　

繋
村
兼
松
よ
り
引
酒
の
願
い
が
許
可
と
な
る　

文
政
七
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
３
８

 

　

四
月　

川
井
村
木
幡
文
内
拝
知
の
者
、
欠
落　

 

　

五
月　

戸
呂
町
村
に
て
火
事　

　

閏
八
月　

久
慈
・
軽
米
よ
り
水
害
の
道
代
願
い
、
調
査
出
来
次
第
着
工
の
こ
と　

 

　
　
　
　

繋
村
佐
藤
進
拝
知
に
て
火
事　

　

十
二
月　

荷
軽
部
村
木
幡
文
内
拝
知
に
て
火
事　

文
政
八
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
３
９

 

　

正
月　

繋
村
佐
藤
進
拝
知
に
て
火
事　

 

　

七
月　

小
国
村
冨
右
衛
門
よ
り
木
材
の
船
積
み
入
れ
を
願
い
、
許
可
さ
れ
る　

文
政
九
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
４
０

 

　

六
月　

繋
村
佐
藤
進
拝
知
に
て
火
事　

 

　

七
月　

荷
軽
部
村
木
幡
文
内
拝
知
の
者
を
指
名
手
配
、見
つ
け
次
第
逮
捕
の
こ
と

文
政
十
一
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
４
１

　

 

三
月　

領
内
総
検
地
実
施
に
つ
き
、
久
慈
通
よ
り
検
地
を
開
始　

　
　
　
　
　

小
国
・
荷
軽
部
・
繋
村
な
ど
の
検
地
の
村
割

　

 

　
　
　

検
地
の
制
札　

　
　
　
　
　

繋
・
戸
呂
町
村
の
検
地
役
人
、
及
び
組
割　

　

 

六
月　

大
豆
の
帰
牛
の
荷
物
に
大
野
・
久
慈
か
ら
塩
を
輸
送
、
久
慈
湊
よ
り
三

　
　
　
　
　

日
町
・
関
を
経
由
し
て
葛
巻
へ
輸
送
す
る
こ
と
を
命
ず
る　

　
 

十
月　

川
井
村
の
佐
藤
政
寿
拝
知
に
て
火
事
、
類
焼　

　
　
　
　
　

川
井
村
嵯
峨
志
津
摩
拝
知
に
て
火
事　

　

十
一
月　

霜
畑
村
に
て
火
事　

文
政
十
三
年 
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
４
３

 

　
　
　
　

鉄
山
牛
方
方
面
付
書
き
上
げ

天
保
元
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
４
５

 

　

三
月　

小
国
村
の
猟
師
円
之
助
た
ち
が
獲
物
を
討
ち
留
め
る　
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五
月　

関
・
小
国
・
霜
畑
の
村
々
は
、
久
慈
八
日
町
名
主
六
右
衛
門
触
所
に
編

　
　
　
　
　

入
さ
れ
る　

 

　

七
月　

久
慈
・
軽
米
通
の
総
馬
改
め
目
録　

八
千
七
百
三
十
一
疋　

 

　

九
月　

岡
堀
の
者
、
部
屋
入
り
に
雇
用
さ
れ
る　

 

　

十
月　

小
国
村
猟
師
福
松
、
熊
を
討
ち
留
め
る　

　
　
　
　
　

繋
村
佐
藤
政
寿
拝
知
に
て
火
事
、
持
牛
馬
四
疋　

　

十
二
月　

関
村
市
右
衛
門
、
地
頭
役
免
職
と
な
る　

天
保
二
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
４
７

 

　

二
月　

繋
村
佐
藤
政
寿
拝
知
の
者
欠
落　

 

　

三
月　

繋
村
の
者
欠
落　

 

　

四
月　

戸
呂
町
村
の
者
欠
落　

　
　
　
　
　

霜
畑
村
の
者
欠
落　

 

　

五
月　

小
国
村
冨
右
衛
門
、
久
慈
積
み
御
雇
船
へ
木
材
積
み
合
わ
せ
を
願
い
、

　
　
　
　
　

許
可
と
な
る　

　
　
　
　
　

関
・
小
国
村
の
極
窮
の
者
、
稗
代
の
拝
借
願
い
が
許
可
と
な
る　

 

　

六
月　

荷
軽
部
村
の
者
欠
落　

 

　

七
月　

川
井
村
嵯
峨
志
津
摩
拝
知
に
て
火
事　

 

　

十
月　

小
国
村
長
吉
な
ど
、
家
の
内
に
番
所
建
設
の
た
め
借
り
上
げ　

　

十
一
月　

戸
呂
町
猟
師
金
次
郎
た
ち
、
熊
一
疋
討
ち
留
め
る
。
城
中
角
御
殿
学
校

　
　
　
　
　

へ
運
送
の
こ
と　

天
保
三
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
４
９

 

　

五
月　

久
慈
大
川
目
の
川
筋
普
請
出
人
足
の
願
い
書
、
小
国
・
霜
畑
・
繋
な
ど

　
　
　
　
　

の
村
々
は
遠
所
に
て
除
外　

 

　

六
月　

大
川
目
村
の
川
普
請
が
終
了　

　

十
一
月　

繋
村
万
右
衛
門
ら
、
盛
岡
領
と
の
境
古
人
に
任
命
さ
れ
る　

　
　
　
　
　

荷
軽
部
村
佐
藤
右
衛
門
拝
知
に
て
火
事　

天
保
四
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
５
１

 

　

三
月　

久
慈
・
軽
米
の
大
豆
御
買
方
の
者
、
直
接
湊
へ
輸
送
す
る
こ
と　

　
　
　
　
　

日
野
沢
村
に
て
野
火
に
よ
り
火
事
、
女
房
・
馬
四
疋
焼
死　

 

　

五
月　

小
国
村
に
て
火
事
、
預
か
り
の
牛
焼
死　

　
　
　
　
　

江
刈
・
久
慈
通
の
仮
小
高
帳
が
出
来
上
が
る　

 

　

七
月　

百
姓
反
対
も
あ
る
が
、鉄
山
砂
不
足
の
た
め
砂
鉄
採
取
は
土
場
砂
で
行
う

 

　

八
月　

不
作
の
見
分
の
た
め
、
田
畑
の
個
人
所
有
明
細
を
作
成
す
る　

 

　

九
月　

関
村
の
者
、
盛
岡
領
鹿
籠
鉄
山
へ
輸
送
の
米
が
取
り
押
さ
え
と
な
る　

 

　

十
月　

領
内
総
人
数
の
書
き
上
げ
五
万
五
百
五
十
一
人　

　
　
　
　
　

領
内
の
餓
死
の
者
、
名
主
乙
名
よ
り
報
告
の
こ
と　

　

十
一
月　

小
国
村
地
頭
清
五
郎
・
八
日
町
六
右
衛
門
ら
、
孝
心
の
病
死
者
に
御
免

 
 
 
 
 

高
を
支
給
す
る　

　
　
　
　
　

久
慈
・
軽
米
百
姓
よ
り
、
神
明
・
法
霊
社
に
て
日
和
乞
祈
祷
を
願
い
出

 
 
 
 
 

る　

　
　
　
　
　

大
野
村
よ
り
関
村
ま
で
の
穀
改
帳
を
御
調
役
所
へ
提
出

　
　
　
　
　

小
国
村
冨
右
衛
門
の
口
上
書
、
印
鑑
等
を
家
老
席
へ
提
出　

　

十
二
月　

久
慈
郷
繋
村
な
ど
の
穀
改
帳
を
提
出　

　
　
　
　
　

繋
村
よ
り
小
久
慈
な
ど
ま
で
の
穀
改
帳
を
提
出　

　
　
　
　
　

久
慈
通
な
ど
の
穀
改
帳
を
代
官
へ
交
付　

　
　
　
　
　

穀
改
め
の
方
法　

天
保
五
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
５
８

 

　

正
月　

久
慈
三
日
町
近
辺
よ
り
百
姓
一
揆
騒
動
が
お
こ
る　

　
　
　
　
　

百
姓
ど
も
願
い
筋
あ
り
て
、
久
慈
代
官
所
へ
集
ま
る
と
の
急
飛
脚
到
来

 

　
　
　
　

百
姓
騒
ぎ
立
て
の
鎮
め
方
役
人
を
大
野
村
へ
派
遣　

　
　
　
　
　

山
形
通
の
百
姓
五
百
人
、
大
野
に
来
集
後
帰
村　
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二
月　

小
国
村
に
て
火
事
、
火
元
の
母
死
亡
、
牛
四
疋
焼
死
、
内
二
疋
は
預
か

　
　
　
　
　

り
の
牛
類
焼　

 

　

三
月　

内
間
木
の
猟
師
た
ち
、
熊
を
討
ち
留
め
る　

　
　
　
　
　

熊
討
ち
留
め
の
猟
師
へ
褒
美　

　
　
　
　
　

小
国
村
乙
名
よ
り
小
国
村
の
番
所
焼
失
を
訴
え
る　

　
　
　
　
　

熊
の
討
ち
留
め
は
冬
期
間
だ
け
と
す
る　

 

　

四
月　

川
井
村
嵯
峨
速
馬
拝
知
に
て
火
事
、
牛
一
疋
焼
死　

 

　

五
月　

小
国
村
冨
右
衛
門
、
呼
び
出
さ
れ
る　

 

　

六
月　

小
国
村
に
て
火
事　

　
　
　
　
　

土
地
争
い
で
呼
び
出
さ
れ
た
小
国
村
の
冨
右
衛
門
、
帰
宅
と
な
る　

天
保
六
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
６
２

 

　

三
月　

日
野
沢
村
長
内
虎
太
郎
拝
知
に
て
火
事　

 

　

五
月　

荷
軽
部
村
木
幡
文
内
拝
知
に
て
火
事　

 

　

八
月　

川
井
・
日
野
沢
村
な
ど
の
制
札
場
大
破
に
つ
き
、
普
請
を
願
い
出
る　

　

十
一
月　

霜
畑
村
に
て
火
事
、
類
焼
三
軒　

天
保
七
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 
３
６
４

 

　

二
月　

久
慈
田
屋
清
作
、
病
死
の
た
め
後
任
が
目
論
書
を
提
出　

　
　
　
　
　

久
慈
田
屋
は
大
下
書
同
様
の
職
務
と
す
る　

 

　
　
　
　

久
慈
田
屋
の
後
任
、
初
筆
者
に
決
ま
る　

 

　

八
月　

霜
畑
・
小
国
村
、
安
役
地
と
な
る

　
　
　
　
　

久
慈
通
な
ど
へ
の
種
籾
改
め
役
人
を
任
命　

　
　
　
　
　

不
作
に
つ
き
、
久
慈
山
形
通
な
ど
へ
見
分
役
人
を
任
命　

 

　

九
月　

荷
軽
部
村
木
幡
文
内
拝
知
に
て
火
事　

 

　
　
　
　

関
村
の
者
、
呼
び
出
し　

 

　

十
月　

関
村
の
者
、
呼
び
出
し
に
応
じ
な
い
の
で
再
呼
び
出
し
と
な
る　

　

十
一
月　

久
慈
三
日
町
名
主
の
目
論
見
書
が
出
る

　

十
一
月　

川
井
・
日
野
沢
・
繋
・
戸
呂
町
・
荷
軽
部
・
大
川
目
村
の
百
姓
・
乙
名
の

　
　
　
　
　

連
印

天
保
八
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
６
６

　
　

二
月　

戸
呂
町
村
に
て
火
事
、
馬
四
疋
焼
死　

 

　

三
月　

小
国
村
に
て
火
事　

 

　
　
　
　

領
内
百
姓
が
拝
借
の
稗
・
塩
、
半
分
時
価
に
て
秋
上
納
の
こ
と　

 

　

四
月　

戸
呂
町
村
に
て
火
事

　
　
　
　
　

霜
畑
村
に
て
火
事　

 

　

五
月　

繋
村
石
橋
源
五
郎
拝
知
に
て
火
事

　
　
　
　
　

戸
呂
町
村
石
橋
源
五
郎
拝
知
に
て
火
事　

 

　

六
月　

久
慈
百
姓
の
御
救
稗
を
買
い
上
げ
る　

　
　
　
　
　

百
姓
小
高
帳
、
検
地
済
み
の
久
慈
通
へ
は
極
印
付
に
て
渡
す

 

　

九
月　

郡
村
仮
名
附
帳
を
書
き
上
げ
る

天
保
九
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
７
２

 

　

二
月　

霜
畑
村
に
て
火
事　

 

　

四
月　

鉄
山
取
立
増
に
つ
き
、
川
井
山
な
ど
の
見
分
を
命
じ
ら
れ
る　

 

　

五
月　

荷
軽
部
村
の
者
、
欠
落　

 

　

八
月　

凶
作
に
つ
き
、
田
畑
の
見
分
を
願
い
出
る　

 
　

九
月　

勘
定
除
き
の
人
数
及
び
掫
に
か
け
ら
れ
た
人
数
の
書
き
上
げ　

　

十
一
月　

霜
畑
村
に
て
火
事
、
預
か
り
の
馬
二
疋
焼
死　

天
保
十
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
７
４

 

　

正
月　

小
国
村
に
て
火
事　

 

　

三
月　

戸
呂
町
村
岡
堀
に
て
火
事
、
焼
死
者
二
人
、
馬
六
疋
焼
死
、
預
か
り
牛

　
　
　
　
　

一
疋
焼
死　

　
　
　
　
　

荷
軽
部
村
の
木
幡
文
内
拝
知
に
て
火
事　
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天
保
十
一
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
７
５

 

　

三
月　

伝
馬
繁
多
の
た
め
、
霜
畑
・
関
・
小
国
村
に
命
ぜ
ら
れ
た
鉄
山
用
の
炭

　
　
　
　
　

焼
き
の
御
免
を
願
い
出
る　

天
保
十
二
年 
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
７
５

　

 

十
月　

山
形
な
ど
の
御
払
い
馬
の
代
金
と
取
人　

天
保
十
三
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
７
６

　

 

四
月　

川
井
郷
木
幡
文
内
拝
知
に
て
火
事　

天
保
十
四
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
７
６

　

 

二
月　

藩
主
代
替
に
つ
き
、
荷
軽
部
村
の
者
ら
恩
赦

　
　
　
　
　

信
順
、
九
代
藩
主
と
な
る　

　

 

三
月　

日
野
沢
村
に
て
火
事　

弘
化
元
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
７
６　

 

　
　

正
月　

久
慈
代
官
の
交
代　

　

 

二
月　

久
慈
代
官
所
勘
定
、
日
延
べ
を
願
い
出
る　

　
　
　
　
　

久
慈
代
官
の
勘
定
立
会
い
役
人　

　

 

四
月　

小
国
村
に
て
火
事　

　
　
　
　
　

清
酒
屋
鑑
札
、
領
内
へ
渡
す　

　ト
ピ
ッ
ク
ス

　
　楢
柾
割
に
見
る
百
姓
の
負
担

　
　関
村
二
十
五
軒
全
焼
の
大
火

　
　焔
硝
煎
は
定
着
せ
ず

　
　ま
ご
こ
ろ
を
込
め
た
熊
送
り

　
　金
取
鉄
山

弘
化
三
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
８
８

　

 

正
月　

久
慈
通
代
官
の
任
命　

　
　
　
　
　

久
慈
通
打
ち
直
し
検
地
の
実
施　

　

 

二
月　

小
国
村
に
て
火
事
、
馬
二
疋
焼
死　

　
　
　
　
　

類
焼
、
馬
一
疋
焼
死　

　
　
　
　
　

川
井
村
出
の
掃
除
坊
主
に
暇
が
出
る　

　

 

三
月　

小
国
・
関
村
の
猟
師
た
ち
が
討
ち
留
め
た
熊
を
、
城
中
の
学
校
に
て
切

　
　
　
　
　

り
立
て
る　

　

 

　
　
　

熊
討
ち
留
め
の
者
へ
代
金
を
下
さ
れ
る　

　

十
二
月　

久
慈
通
馬
大
豆
の
相
場　

弘
化
四
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
８
９

　

 

六
月　

山
形
よ
り
狼
の
子
の
皮
を
上
納
、
代
金
を
下
さ
れ
る　

嘉
永
元
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
８
９

　

 

正
月　

久
慈
代
官
の
交
代　

　
　
　
　
　

野
田
通
代
官
の
判
鑑
を
関
村
な
ど
の
領
内
へ
配
布
す
る　

　

 

三
月　

関
村
三
五
郎
へ
討
ち
留
め
の
熊
肝
代
金
を
下
さ
れ
る　

　

 

四
月　

罪
科
御
免
の
節
、
代
官
へ
差
し
出
し
て
い
た
科
料
は
以
後
差
し
止
め
と

　
　
　
　
　

な
る　

　
　
　
　
　

久
慈
代
官
仮
役
、
御
免
と
な
る　

　
 

九
月　

久
慈
・
軽
米
よ
り
願
い
出
の
曲
馬
興
行
が
許
可
と
な
る　

　

 
十
月　

関
村
な
ど
の
馬
継
場
所
へ
印
鑑
及
び
書
き
方
手
本
を
渡
す　

　

十
一
月　

酒
値
段
割
付
、
御
調
役
所
よ
り
出
る　

嘉
永
二
年 
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
９
１

　

 

正
月　

久
慈
代
官
の
交
代　

　

 

四
月　

川
井
村
の
空
屋
敷
へ
家
作
の
報
告　

　

 

七
月　

久
慈
神
明
社
遷
営
費
用
の
下
付
願
い　
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七
月　

遷
営
費
用
の
覚
え　

　

 

九
月　

小
国
嶽
へ
の
他
領
猟
師
の
熊
狩
り
禁
止　

　
　
　
　
　

久
慈
代
官
御
用
承
り
役
人
、
御
免
と
な
る　

　
　
　
　
　

久
慈
代
官
の
任
命　

　

十
二
月　

小
国
山
鉄
山
支
配
人
に
、
葛
巻
村
徳
兵
衛
を
任
命
す
る　

　
　
　
　
　

寒
造
の
酒
値
段
、
久
慈
・
軽
米
通
は
四
文
増
し　

嘉
永
三
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
９
５

　

 

正
月　

久
慈
代
官
、
御
免
と
な
る　

 

　

二
月　

小
国
村
の
猟
師
、
小
国
嶽
に
て
雌
の
大
熊
を
討
ち
留
め
る　

　

 

三
月　

小
国
村
三
五
郎
が
小
国
嶽
に
て
雌
の
小
熊
を
討
ち
留
め
る　

　
　
　
　
　

熊
討
ち
留
め
の
者
へ
褒
美
が
出
る　

　

 

六
月　

霜
畑
村
の
者
、
掃
除
坊
主
と
な
る　

　

 

七
月　

荷
軽
部
村
木
幡
蔵
太
拝
知
に
て
火
事　

　

十
二
月　

久
慈
通
の
馬
大
豆
の
値
段　

嘉
永
四
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 
３
９
６

　

 

正
月　

久
慈
代
官
御
用
承
に
任
命
さ
れ
る　

　
　
　
　
　

小
国
村
の
猟
師
た
ち
、
小
国
嶽
に
て
大
熊
を
討
ち
留
め
る　

　

 

　
　
　

熊
討
ち
止
め
の
者
に
褒
美
が
出
る　

　

 

四
月　

関
村
に
て
野
火
に
よ
る
火
事
、
七
軒
焼
失　

　

 

五
月　

川
井
村
の
木
幡
蔵
太
拝
知
に
て
火
事　

　

 

六
月　

霜
畑
村
に
て
家
普
請
を
め
ぐ
る
争
い
が
内
済
と
な
る　

　

 

七
月　

久
慈
通
代
官
任
命
さ
れ
る　

　
　
　
　
　

代
官
仮
役
御
免　

　

 

八
月　

川
井
村
と
関
村
の
者
の
貸
借
、
過
不
足
な
く
済
む　

　

 

九
月　

来
内
村
の
木
幡
蔵
太
拝
知
に
て
火
事　

　

十
一
月　

寒
造
酒
値
段
、
久
慈
軽
米
通
は
四
文
増
し　

　

十
二
月　

久
慈
通
馬
大
豆
代
を
御
調
役
所
の
為
替
大
豆
に
て
上
納
願
い
、
許
可
と

　
　
　
　
　

な
る　

嘉
永
五
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

３
９
９

 

　

正
月　

久
慈
代
官
御
用
承
役
を
任
命　

 

　

二
月　

霜
畑
村
出
の
掃
除
坊
主
に
暇
が
出
る　

 

　

四
月　

久
慈
代
官
任
命
さ
れ
る　
　

　
　
　
　
　

代
官
仮
役
御
免　

 

　

五
月　

小
国
岡
ノ
沢
鉄
山
に
切
り
流
し
見
分
命
令
が
出
る　

 

　

七
月　

小
久
慈
・
長
内
百
姓
よ
り
、
小
国
平
庭
鉄
山
切
り
流
し
に
よ
る
河
川
汚

　
　
　
　
　

濁
の
た
め
、
鉄
山
支
配
人
又
兵
衛
か
ら
普
請
金
受
け
取
り
を
願
い
出
る

嘉
永
六
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

４
０
２

 

　

三
月　

熊
一
疋
討
ち
留
め
、
代
金
と
褒
美
が
出
る　

 

　

四
月　

荷
軽
部
村
木
幡
蔵
太
拝
知
の
者
欠
落　

　
　
　
　
　

戸
呂
町
村
の
長
内
官
助
拝
知
に
て
火
事
、
馬
一
疋
焼
死　

 

　

六
月　

戸
呂
町
・
日
野
沢
・
川
井
・
繋
村
な
ど
の
猟
師
、
鑑
札
を
返
上
す
る　

 

　

七
月　

川
井
・
日
野
沢
・
小
国
・
繋
・
荷
軽
部
村
の
百
姓
三
百
人
、
鉄
山
願

 
 
 
 
 

い
事
あ
り
て
集
ま
る

　
　
　
　
　

取
鎮
方
役
人
・
名
主
を
派
遣　

 
　

八
月　

不
作
に
つ
き
、
久
慈
・
山
形
通
な
ど
の
見
分
に
役
人
を
派
遣　

 
　

九
月　

小
国
・
川
井
・
日
野
沢
な
ど
の
者
へ
鉄
砲
鑑
札
が
下
り
る　

 

　

十
月　

小
国
村
な
ど
の
者
へ
猟
師
鑑
札
が
下
り
る　

　
　
　
　
　

稲
刈
り
酒
値
段　

　

十
一
月　

領
内
の
旱
損
願
い
高
の
書
き
上
げ　

　
　
　
　
　

五
代
官
所
年
貢
金
調
べ
の
書
き
上
げ　

安
政
元
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

４
０
９

 

　

正
月　

久
慈
代
官
交
代
す
る　
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二
月　

五
代
官
所
内
の
猟
師
と
鉄
砲
所
持
の
者
を
報
告　

　

閏
七
月　

繋
村
の
佐
藤
弁
右
衛
門
拝
知
に
て
火
事
、
女
一
人
焼
死
、
馬
四
疋
焼
死　

 

　

八
月　

久
慈
代
官
の
交
代　

 

　

十
月　

稲
刈
り
酒
を
値
上
げ　

　

十
一
月　

小
国
村
地
頭
、
清
五
郎
か
ら
清
三
郎
へ
交
代
す
る　

　

十
二
月　

酒
値
段
、
値
上
げ
に
な
る　

　
　
　
　
　

小
国
村
の
者
欠
落　

安
政
四
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

４
１
０

 

　

二
月　

繋
山
鉄
山
支
配
人
に
葛
巻
村
徳
兵
衛
を
任
命
、
支
配
人
勤
中
苗
字
帯
刀

　
　
　
　
　

許
可
と
な
る　

 

　

三
月　

葛
巻
村
安
之
助
へ
鉄
山
支
配
中
、
造
酒
の
礼
金
御
免
と
な
る　

 

　

四
月　

小
国
村
で
火
事
、
持
馬
十
八
疋　

 

　

五
月　

久
慈
・
軽
米
・
八
戸
廻
の
味
噌
・
塩
入
用
の
百
姓
、
名
主
の
指
図
を
得

　
　
　
　
　

て
買
い
調
え
る
こ
と　

　

閏
五
月　

荷
軽
部
村
木
幡
文
太
夫
拝
知
に
て
火
事　

 

　

六
月　

繋
村
佐
藤
弁
右
衛
門
拝
知
の
者
欠
落　

 

　

十
月　

川
井
村
と
小
国
村
の
不
調
法
の
者
、
追
放
御
免
と
な
る　

安
政
五
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

４
１
２

 

　

五
月　

中
野
元
叔
、
久
慈
役
医
に
任
命　

　
　
　
　
　

関
村
久
蔵
へ
紺
屋
鑑
札
を
交
付　

 

　

九
月　

酒
の
値
段　

　
　
　
　
　

天
保
十
一
年
の
死
絶
の
者
の
年
貢
、
不
納
高
は
親
類
に
て
上
納
す
る　

 

　

十
月　

戸
呂
町
山
と
日
野
沢
山
に
鉄
山
を
新
設
す
る　

　

十
二
月　

酒
の
値
段　

　
　
　
　
　

法
事
に
つ
き
、
川
井
村
の
者
た
ち
の
追
放
を
許
す　

安
政
六
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

４
１
４

 

　

正
月　

八
戸
廻
・
久
慈
通
な
ど
の
貸
上
金
の
取
り
立
て
役
人
を
任
命　

　
　
　
　
　

五
代
官
所
の
拝
借
御
救
金
の
利
息
取
り
立
て
役
人
を
任
命　

　

 

四
月　

霜
畑
村
冨
五
郎
へ
紺
屋
鑑
札
が
許
可
さ
れ
る　

　

 

六
月　

川
井
村
木
幡
文
太
夫
拝
知
に
て
火
事　

　

 

十
月　

久
慈
通
出
河
原
検
地
、
新
川
流
路
分
を
減
税　

　

十
二
月　

女
猪
を
討
ち
取
っ
た
者
に
金
百
疋
下
さ
る　

　
　
　
　
　

繋
村
百
姓
よ
り
、
不
作
の
た
め
繋
鉄
山
か
ら
の
鉏
鉄
運
送
御
免
を
願
い

　
　
　
　
　

出
る　

　
　
　
　
　

久
慈
通
の
小
者
給
料
、
高
一
石
に
つ
き
一
朱
の
割
合
で
取
り
立
て
る　

万
延
元
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

４
１
６

　

 

二
月　

年
貢
・
諸
出
金
に
、
銭
で
の
上
納
願
い
が
許
可
と
な
る　

文
久
元
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

４
１
６

　

 

正
月　

五
代
官
所
の
御
救
拝
借
金
の
利
息
取
り
立
て
役
人
を
任
命　

　

 

六
月　

久
慈
・
軽
米
の
牛
馬
役
銭
取
り
立
て
役
人
を
任
命　

　

 

九
月　

久
慈
名
主
よ
り
掫
駒
の
時
の
出
勤
手
当
を
願
い
出
る　

文
久
二
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

４
１
６

　

 

正
月　

八
戸
廻
・
久
慈
通
貸
上
金
取
り
立
て
役
人
を
任
命

　
　
　
　
　

御
救
拝
借
金
利
息
取
り
立
て
役
人
を
任
命　

　
 

三
月　

小
国
村
の
猟
師
が
熊
一
疋
討
ち
留
め
る　

　
　
　
　
　

小
国
村
の
猟
師
三
五
郎
、
熊
一
疋
・
小
熊
二
疋
討
ち
留
め
る　

　

 
四
月　

関
村
の
者
、
手
錠
御
免　

　

 

七
月　

麻
疹
流
行
に
つ
き
、
領
内
に
お
守
り
札
を
配
布　

文
久
三
年 
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

４
１
８

　

 

四
月　

繋
村
佐
藤
重
右
衛
門
拝
知
に
て
火
事
、
野
火
に
て
焼
失　

　

 

六
月　

日
野
沢
村
猟
師
の
兼
、猟
師
鑑
札
の
扱
い
粗
略
に
つ
き
手
錠
の
刑
と
な
る
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八
月　

川
井
村
佐
藤
重
右
衛
門
拝
知
に
て
落
雷
火
事
、
牛
三
疋
焼
死　

　
　
　
　
　

川
井
村
佐
藤
重
右
衛
門
拝
知
の
不
行
跡
の
者
、
市
川
境
へ
追
放　

　

 

九
月　

小
国
村
よ
り
家
出
の
者
、
永
久
捜
索
と
な
る　

元
治
元
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

４
１
９

 

　

二
月　

日
野
沢
村
の
者
欠
落　

 

　

八
月　

戸
呂
町
村
な
ど
の
馬
を
掫
取
り　

　

 

九
月　

川
井
村
木
幡
文
太
夫
拝
知
の
者
、
手
錠
を
申
し
渡
さ
れ
る　

　
　
　
　
　

手
錠
御
免
と
な
る　

　
　
　
　

 

人
馬
銭
二
百
文
増
し
と
な
る　

慶
応
元
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

４
２
１

 

　

正
月　

五
代
官
所
の
拝
借
御
救
金
の
利
息
取
り
立
て
役
人
を
任
命　

　

 

二
月　

荷
軽
部
村
喜
四
郎
な
ど
、
猟
師
鑑
札
が
許
可
と
な
る　

　

 

三
月　

小
国
村
の
砂
川
普
請
へ
出
勤
の
者
に
酒
代
が
出
る

　

 

四
月　

人
馬
銭
不
足
に
つ
き
、
再
度
増
額
を
願
い
出
る　

　

 

八
月　

五
代
官
所
の
舫
銭
の
上
納
金
を
増
額　

　
　
　
　
　

牛
馬
役
銭
倍
増　

　
　
　
　
　

酒
屋
・
麹
屋
・
質
屋
等
御
礼
銭
倍
増　

　

 

九
月　

人
馬
銭
三
百
文
増
を
願
い
許
可
と
な
る　

　

十
一
月　

山
形
通
の
村
々
、
大
豆
不
作
に
つ
き
、
大
豆
買
い
上
げ
一
石
二
斗
の
と

　
　
　
　
　

こ
ろ
一
斗
に
な
る　

　
　
　
　
　

右
願
い
、
大
川
目
・
関
は
不
許
可
と
な
る　

慶
応
二
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

４
２
２

 

　

正
月　

戸
呂
町
村
の
者
が
城
中
手
回
り
に
選
ば
れ
る

 

　

二
月　

関
村
・
岡
堀
村
の
者
、
城
中
手
回
り
に
選
ば
れ
る

　
　
　
　

 

久
慈
八
日
町
元
治
郎
、戸
呂
町
村
の
山
に
て
砥
石
材
料
掘
方
を
願
い
出
る

　
　
　
　
　

久
慈
三
日
町
重
八
よ
り
、
小
国
村
な
ど
か
ら
朴
板
積
み
出
し
を
願
う

　
　

三
月　

荷
軽
部
の
論
山
見
分

　
　
　
　
　

小
国
村
地
頭
長
次
郎
退
任
に
つ
き
、
目
論
書
を
提
出

　
　
　
　
　

久
慈
湊
村
弥
兵
衛
よ
り
、
沢
山
な
ど
の
鉄
を
岩
城
へ
積
み
出
す
こ
と
を

　
　
　
　
　

願
う

　
　
　
　
　

八
日
町
元
次
郎
、
戸
呂
町
山
の
稲
荷
平
に
て
砥
石
堀
を
許
可
さ
れ
る

　
　

四
月　

荷
軽
部
村
と
戸
田
村
郷
中
で
境
界
争
い

　
　
　
　
　

小
国
村
地
頭
の
目
論
見
を
提
出

　
　
　
　
　

小
国
村
地
頭
長
作
、
無
筆
の
た
め
福
右
衛
門
に
決
定
す
る

　
　

五
月　

日
野
沢
村
の
制
札
場
普
請
の
見
積
も
り

　
　
　
　
　

荷
軽
部
村
百
姓
た
ち
よ
り
、
戸
田
郷
中
と
論
山
の
山
を
再
度
荷
軽
部
郷

　
　
　
　
　

六
十
軒
に
預
け
て
ほ
し
い
と
願
い
出
る

　
　

六
月　

久
慈
湊
定
右
衛
門
よ
り
、
石
巻
へ
鉄
の
積
み
出
し
願
い

　
　
　
　
　

川
井
村
制
札
破
損
に
つ
き
、
普
請
費
用
が
出
る

　
　
　
　
　

荷
軽
部
郷
よ
り
の
願
い
書
を
直
接
提
出
の
指
示

　
　
　
　
　

川
井
村
の
者
、
小
坊
主
役
御
免
願
い

　
　

七
月　

川
井
村
の
制
札
建
替
の
見
積
も
り

　
　
　
　
　

制
札
建
替
料
三
両
徴
収
を
命
ず
る

　
　

八
月　

金
取
金
山
人
夫
よ
り
倅
の
陸
尺
奉
公
御
免
願
い

　
　

九
月　

霜
畑
村
に
て
火
事

　
　
　
　
　

小
国
・
霜
畑
村
な
ど
よ
り
、
雨
天
続
き
に
よ
り
乗
り
回
し
見
分
願
い

　
　
　
　
　

小
国
・
関
村
な
ど
よ
り
作
柄
見
分
願
い

　
　
　
　
　

戸
呂
町
・
日
野
沢
・
荷
軽
部
・
川
井
・
繋
村
な
ど
よ
り
作
柄
見
分
願
い

　

十
一
月　

荷
軽
部
村
の
佐
藤
政
寿
拝
知
の
者
た
ち
、村
へ
引
き
取
り
を
命
ぜ
ら
れ
る

　
　
　
　
　

関
村
松
太
郎
・
周
蔵
、
川
井
村
徳
三
郎
、
引
酒
証
文
願
書
を
出
す

　

十
二
月　

宮
古
播
磨
屋
よ
り
宮
古
へ
の
鉄
の
積
み
出
し
を
願
う

　
　
　
　
　

川
井
村
治
郎
兵
衛
よ
り
、
猪
胆
を
献
上　
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慶
応
三
年 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

４
３
９

　
　

二
月　

川
井
村
長
右
衛
門
、
猟
師
鑑
札
を
返
上　

　
　

四
月　

久
慈
の
困
窮
の
者
へ
稗
を
貸
し
付
け
る

　
　
　
　
　

荷
軽
部
村
に
て
火
事
、
馬
二
疋
焼
死　

　
　

六
月　

総
馬
改
め
役
人
の
費
用
不
足
、
宿
掛
り
よ
り
取
り
立
て　

　
　

九
月　

久
慈
通
の
不
作
見
分
終
了　

【
概
説
】　
村
に
伝
わ
る
古
文
書 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

４
４
４

一
　長
内
家
文
書 

︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱ 

４
５
２

　元
禄
四
年
年
貢
金
受
取
証
文　

　元
禄
六
年
年
貢
金
受
取
（
四
石
一
斗
余
の
土
地
）　

　元
禄
七
年
年
貢
金
受
取
証
文　

　元
禄
九
年
年
貢
金
受
取
証
文　

　元
禄
十
年
年
貢
金
受
取
証
文　

　元
禄
十
三
年
御
年
貢
金
請
取
証
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　享
保
三
年
年
貢
金
受
取
証
文　

　享
保
四
年
年
貢
金
取
立
証
文　

　享
保
五
年
年
貢
金
取
立
証
文　

　享
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